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は し が き

本研究は、「戦間期 日本における公立中等学校の 『昇格』問題一 とくに女子中等教育機

関の設置者変更過程に注目して一 」という課題名で、平成15年 から平成17年 までの

3ヶ 年を期間として採択されたものである。

研究着手当初から、国立公文書館に所蔵されている簿冊を主要な資料 として用いること

にしていたが、散見した限 り市町村立中等学校が道庁府県立に移管された事例は、北海道

において顕著に確認された。そのため、事例を道内の中等学校に限って収集することとし

たが、中等学校設立や移管過程か ら指摘できる事項、とりわけ戦間期の中等教育観、公立

学校観については全国的な傾向をティピカルに示 しているのではないかと考えている。

本報告書は公立公文書館所収の文部省大臣官房総務課記録班分類文書の旧分類文書に収

められている 「第二教育門を」の中から、「設置廃止(位 置変更、改称)に 関する許認可文

書 ・中学校 ・北海道」「設置廃止(位 置変更、改称)に 関する許認可文書 ・高等女学校 ・北

海道」をディジタルカメラで撮影した画像データを資料として進めた。その分析もさりな

がら、このような資料の存在 自体を明らかにしていくことも重要ではないかと考える。そ

のため、本報告書では、主立った学校の整備過程を示す原文を若干の解説を付 し、資料と

して掲載しておいた。

そのため本報告書は、研究 目的 ・計画、研究報告に加え上記資料 と、研究過程において

成果として発表した業績を補論として収めている。
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1研 究の 目的

1.本 研究のね らい

この研究は、国立公文書館に所蔵 され ている中等学校 関係の 「設置廃止(位 置変更、改

称)に 関する許認可文書」 の分析 を通 じて、戦前の中等学校、特 に市町村など下級 自治体

立 の 「義務教育後」教育機関が北海道庁府県立学校へ と設置者を変更 して い く過程を考察

し、学校施設 の水準、教員資格などの変更認可の条件、変更に要す る市町村の財政的負担

とその処理方法、そ して これ らを克服 して いった地域住 民の変更動機を明 らかにしよ うと

す るものである。

研究期間に閲覧、複写が可能であったのはほぼ北海道 における町立高等女学校 と中学校

の事例であった。そのため、本報告ではもっぱ ら北海道 内における町立高等女学校 と中学

校が北海道庁立(以 下、庁立)中 等学校へ と移管 してい ったケースを考察 の対象 とする。

散見する限 り、町立学校 を道府県立に移管するケースは道内において顕著に確認 され ると

ころである。特に庁立高等女学校は、そ の前身を単に町立高女 に求めることができるのみ

ならず、実科高等女学校(以 下、実科高女、とも)、 さらには実業補習学校にまで遡ること

ができるものも多い。 これ らは現在高等学校 として存続 しているが、周年記念誌は実科高

女の設置、実科 から通常(本 科)の 高等女学校(以 下、本科高女、とも)、道庁への設置者

変更をそれぞれ 「昇格」 と表現 している場合が多い。

本研究は、 このような普通教育機関化、庁(府 県)立 化を 「昇格」 と捉える地域住民の

動向と関係行政当局 とのや りと りについて、許認可文書か ら分析することで、戦前の中等

教育制度の実態に接近しようとするものである。上記簿冊群 には、道庁長官か ら文部省に

宛てた設置者変更 申請書、町から道庁 を通 じて提出 された町立 中等学校設立 申請や組織変

更 申請書、そして これ らに対す る文部省 の反応を示す告示等の起案文書が残 され てお り、

上記 「昇格」を支えるメンタ リテ ィをかな りまとま った形で析出できるのではないか と考

えるのである。

2.本 研究の特色、意義

大正末期に郡制廃止に伴う郡立学校の府県立学校移管の事例は府県において散見される

が、明治末期から郡制が廃止されるまで、郡立中等学校が、府県立中等学校の整備が進ま

ない状況を補完したと評価 されている。

しかし北海道の場合、官治制の強い地方 自治制度(区 制、一二級町制)を 布いていたた

め、道庁による中等学校整備の遅延を補完しようとすれば 区や町がそれを担うしかない。

大正中期、北海道庁も中等学校の大々的な新設計画を実行したが、庁立学校の誘致に失敗

したり、整備計画の途中頓挫により既定の庁立学校の設立には至 らなかった自治体が自前
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で中等学校、 と くに昭和初期 には高等女学校 の設立を進め始める。

このよ うな市町村立 中等学校はほぼ例外な く地域住民 の醸金によって設立 されている。

これ らの学校が庁立へ と設置者変更 されることを 「昇格」 と表現す ることは、住民 自らが

設立 に関与した中等教育機 関が道庁立 としてオーソライズ されたことへの自己賞賛で ある。

加 えて高等女学校 の場合、実科、本科 という組織 の違いがある。本科変更を 「昇格」 と

記述す る背景 に、実科=傍 系 とい う認識を仮設することは許 され るであろう。 さらに前史

を実業補習学校にまで求めることができる場合 もある。そ うすると、実業補習学校→実科

高女→本科高女→庁立移管 とい うよ り細分化 され た 「昇格」のステ ップが構成 され ること

になる。

中等学校 の設置者変更や組織変更は、従来、通史の中に単純 に位置づけ られ るのが一般

的な傾向で あ り、各学校史がそれ を 「昇格」 と表現 していることには比較的無頓着であっ

た。 しかし本研究は、 この 「昇格」によって道 内の各種 の公立女子中等教育機関が道庁立

高等女学校へ と一一本化 して いったことに注 目する。 この経緯を考察することは、戦間期 に

各種審議会や世上 において中等教育改革論議が盛んであったのにも関わ らず、中等教育一

元化のための法整備が遅 々として進まなか ったのに対 し、地方では地域住民による 「昇格」

という手法が実態 としての一元化 を促 していた可能性 を明 らかにすることにつなが る。

また今回の研究では高等女学校の柔軟性に とりわけ注 目して いる。従前高等女学校を検

討する際には、男女別学 とい う強固な前提に制縛 され る嫌いが あったが、本研究ではいっ

たん性別 中等教育制度 という側面を保留す る。 これによって、む しろ高等女学校が持 って

いた フレキシビ リテ ィを地域住民が積極的に活用 していた ということを明瞭 に捉 えること

ができると考 える。

この研究によ り、従来検討されてきた 中央 レベルでの中等教育改革論と、地方 における

一元化志向やその進展具合 とを結び つけ ることができ、戦前の中等教育一元化の問題を一

段 と具体的に検討することが可能 となる。 しか もこれは戦後 の中等教育改革 との連続性 を

確認す る作業 にも寄与できるはず である。例 えば中等学校令制定に先駆 けて、地方には一

元化模索の経験があった と考 えると、新制高校が比較的スムーズに定着す るための土壌が

すでに地方に整 っていた、 という見解 も成 り立つか らである。

なお本研究の現代的な意義 について も若干言及 してお く。地域住民の寄附によ り庁立中

等学校 を設立す るという方法は、現在の表現 に倣えば、民設公営という手法である。公教

育の運営主体 としてふ さわしいセ クターはどこか、 とい う問題は、現在チ ャータースクー

ルや教育機 関の公設民営論が盛んに検討 されているように、官公から民への運営主体 の移

動という方 向を前提 として論議 されている。 しか しかつてまった く逆の動 きがあったこと

を指摘 して、その背景 について論 じてお くことは、官公 ・民間での主体 の移動が何を意味

してお り、それが円滑に進 められ るための条件は何か、 という公教育機 関の設置主体 ・運

営主体の問題をよ り冷静に論 じる ことに寄与できるのではないかと考えて いる。

一2一



3.本 研究で収集 した国立公文書館所蔵文書

表中に○のある文書は、本報告書の 「IV資 料編」にその一部の原文を掲載 している。

設置廃止(位 置変更)に 関する許認可文書 ・中学校 ・北海道

請求番号 件 名

文47-3A-1714 北海道第二十冊 岩内中学校設置改称

文47-3A-1715

北海道第二十二冊 伊達中学校設置改称

北海道第二十三冊 富良野中学校設置改称 0

北海道第二十四冊 本別中学校設置改称

文47-3A-1716
北海道第二十五冊 砂川中学校設置改称 O

北海道第二十六冊 池田中学校設置

文47-3A-1717 北海道第二十八冊 江差中学校設置

池 田 と江 差 が単 に 「設置 」 と あ るのは 、 旧学 制下 で は設 置者 変 更 され る こ とな く、

した が って 「北海 道庁 立」 と名称 変 更す る に至 らな か ったた め であ る。

設置廃止(位 置変更)に 関する許認可文書 ・高等女学校 ・北海道

請求番号 件 名

文47-3A-1833
北海道第七冊 苫小牧高等女学校設置改称

北海道第八冊 名寄高等女学校設置改称

文47-3A-1835 北海道第十四冊 池田高等女学校設置改称

文47-3A-1838
北海道第二十四冊 富良野高等女学校設置改称 0

北海道第二十五冊 江別高等女学校設置改称 0

文47-3A-1839 北海道第二十七冊 稚内高等女学校設置改称

文47-3A-1840
北海道第二十八冊 余市高等女学校設置改称

北海道第二十九冊 岩内高等女学校設置改称

文47-3A-1842 北海道第三十四冊 江差高等女学校設置改称 0

文47-3A-1843
北海道第三十六冊 北見高等女学校設置改称

北海道第三十七冊 浦河高等女学校設置改称

文47-3A-1844 北海道第三十八冊 八雲高等女学校設置改称

文47-3A-1848 北海道第五十一冊 砂川高等女学校設置改称 O
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II研 究報告

1.自 賄主義 の系譜

1-1自 賄主義 とは何か

中等学校設立 における自賄主義 とは、学校 開設に要す る費用 を設立地域 からの寄附に求

める財源捻出方法を指す。庁立学校 であ りなが ら、校地取得や校舎新築の費用を当該市町

やその周辺 自治体に負担 させるとい うケースは珍 しいものではない。む しろ純粋 に北海道

地方費か ら支弁 して設立 された庁立中等学校 の方がまれである。

地方議会 である北海道会が 開設 されたのは1901(明 治34)年 で ある。 この年に地方費

支弁で小樽中学校の設立が決まるが、翌年の道会になると庁立上川 中学校 の設立費用の捻

出に窮 した議会は、苦渋 した末臨時費を地元負担 させ ることを決 している1)。また さらに

その翌年、1903(明 治36)年 の道会 では、庁立 中等学校6校 について、農業学校 を除き、

すべて地元 に費用負担 させて 開設す る、 とい う道庁か らの諮 問案をあ っさりと認 めて し

まった。 しかも丁寧にも答 申は寄附が完納 されなければ新設工事に着手 しない ことまでを

も明示 して しまったので ある2)。

以降新設の庁立学校、 とりわけ普通教育機 関であ った中学校 と高等女学校開設のための

初期費用 を地元が担 う事態が常態化 して しま う。 これ に対 しては道会議員からも反対論が

しば しば示 され、道会周辺か らは庁立学校設立 の背後 には 「地方民の血の涙がある。看板

は道庁が くれて一切は地方民にや らしたものである。」 と批判 され るところとなった3)。

しかし、明治末年 さらに4校 の庁立中等学校 を地元負担で新設する予算案が道会 を通過

した こと、その中には道庁府県の重要な責務であった小学校教員養成の機関である師範学

校 も含 まれていた ことによ り、 自賄主義は完全 に定着 して しまった といえる8

1-2中 等教育拡充五 ヶ年計画 と自賄主義

大正中期は全国的に中等教育機関の増設が進 んだ時期であるが、北海道でも1921(大 正

10)年 の道会で、翌1922(大 正11)年 か ら1926(大 正15)年 までの5年 間で、42校 の中

等学校 を新設(詳 細は後述)し ようとい う大規模な諮 問が示 され、道会側はこれを了承し

た。 これ らの新設 も自賄主義が前提 となっていたことはいうまで もない。むしろ当局者に

あっては、 中等学校増設 に際 しこの 自賄主義は有用な費用捻出方法だ と認識されていた形

跡す らある。 この中等学校拡充五 ヶ年計画立案 の実質的な責任者であ った服部教一は後年、

以下のように述べている。

入学難緩和の一方法 として、従 って又入学試験全廃論の第一の前提条件 として、学
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校数を増加することの必要性は誰しも認むる処であらう。然し乍ら学校増設に就いて

は、世人往々その経費の故を以て反対した り、又 日本は貧乏なるが故に出来ない相談

であると一蹴し去る傾があるが、之は明かな見当違ひであり早合点であると思ふ。私

の多年の経験に依れば能はざるに非ず為さざるな りと強 く主張せざるを得ない。…(中

略)… 学校は寄附金に依つても之を建設する方法があるのである。私が嘗て広島県内

務部長の時に三つの中等学校を寄附金に依つて建て、又北海道内務部長の時にも中等

学校の大増設を断行 し、四年計画にて合計四十二校の中等学校(中 学校女学校師範学

校農工商の各実業学校)を 寄附金に依つて増設した。此の時は先づ道会に諮問してそ

の必要なる校数を定め、校舎はその地方の寄附金に依つて建築し、その建築した校舎

の寄附を道庁で受けることにした。その際には一年にて十数万円の金を寄附し独力に

て中学校を建設した者が二人も表れてきたし、又到る処数千円数万円の金を寄附した

者も幾十人とな く出てきて、四年間の短月日に於て各地方に中等学校の新設を実現せ

しむることが出来たのである。学校の建築に要する臨時費は斯の如 く寄附に依つてで

も出来るのである。4)

服部はこのよ うに自賄主義を画期 的な方法で あると自賛 して いる。 同時にこの記述か ら

自賄主義は道内以外の他府県で も採用 され ていた ことも理解 される。

しか し服部 の叙述は少 し正確 さを欠いている。実際には1924(大 正13)年 以降の計画

は戦後不況のため町村財政が疲弊 し寄附金が容易に集 まらなか ったこと、 また北海道地方

費財政 も開校後の経常費負担 に耐えられそ うもな くな った ことなどを理由に白紙 に戻 され

ている。計画 リス トにあ ったすべての中等学校が順調に設立 されていったわけはなか った。

またそ もそもこの五 ヶ年計画策定の折 には道内各地で激 しい争奪戦が展開 され、42校 の

選 に漏れた地域 も少な くなか った。計画が頓挫した地域、 またそ もそも計画か ら漏れ た地

域はその後どのよ うに対応 したのであろ うか。

1-3自 賄主義 の応用 としての設置者変更

昭和期の道内公立 中学校や高等女学校の新設状況を見 ると、 ある典型例に気づ く。それ

は町や村といった当時の下級 自治体による中等学校の設立が頻繁になること、そ してその

ような学校のい くつかは数年後 に費用負担者 を北海道地方 費に変更 していることである。

つま り、学校設置者が町か ら道へ移管 されているのである。

さらに女子教育の場合、移管 される前の町立高女はその前身を、実科高女さ らには実業

補習学校 にまで求めることができる事例が多 い。学校史や市町村史は、 このような女子教

育機関が段階的に普通教育機関化 しなが ら道庁に移管 してゆ く過程 を、「昇格」 と表現する。

それほどまで、庁立学校の設立や獲得は地域 にとって重要であったことが理解 され る。

ところで、 このよ うな設置者変更は先述 の自賄主義の文脈の中にどのよ うに位置付 くで
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あろうか。 もし、町立中等学校 の設立の 目的が、それ 自体 にあるのではな く、それ を道 に

移管 して庁立学校 を獲得す るための手段で あると考えるな らば、完成した中等学校 を道庁

に寄附す る、 とい う点で一つの自賄主義で あると見なす ことができる。

大正期 までの庁立学校設立方法は、地元か ら拠出 された寄 附金で道庁が学校を建設 して

完成 させ る、 というシンプルな流れであった。 この方式の もと、かつて道庁は、設立地方

か らの複数年にまたがる寄附願 いを受 け入れて先行的に校舎建築に着手 したものの、翌年

以降約束通 りの金額が完納 されなか った、 という経験 を持 っている。結局空手形 を切 られ

た形 とな り未納金は地方費で補填 された。

しかし町立学校の移管 とい う形で学校の寄 附を受け入れることにすれば 学校の施設設

備やスタッフを一定水準以上にしなければ庁立への移管はない、という強 い選択肢を道庁

は持 つことにな る。 このよ うに寄附条件を調整する ことで、道庁は補充投資をす ることな

く完成度の高 い庁立学校を入手することができる。その点で、 この設置者移管はよ り 「洗

練 され た」 自賄主義である、 と言えよ う。本研 究報告 は、町立学校 の設置 とそ の 「昇格」

過程 を、そのような自賄主義 の応用 として捉え ることとしたい。

註

1)例 えば次 のよ うな発言が残 され ている。「此 ノ地方財政 ノ困難ナル今 日上川二在 テハ

〔上川 中一筆者註〕学校敷地 ノ寄附位ハ 当然負ハザルベカ ラサル モ ノナ リ」(入山裕治

郎の発言。『第二回北海道会議案第十乃至第十 四号調査委員会筆記録』第2号(1902

年11月9日))。

2)答 申案は、次 のよ うな ものであ った。

本諮 問ハ左 ノ条件 ノ下二諮 問ノ通 リ可 トス…

一 岩見沢農業学校設立二関シテハ特二多額 ノ経費ヲ要スル ヲ以テ建築費 ノニ分 ノー

ヲ地方費支弁 トシ其他ハ寄附二依ル コ ト…

一 其他 ハ敷地校舎共寄 附二依ル コ ト

ー・ 各校其何 レモ其寄附 ノ完全二成立シタル後ニアラサ レハ着手セサル コ ト…

『第五回北海道会議事速記録』第10号(1905年11月29日)

3)上 畠彦蔵 『道政七十年』(報文社出版部1941年62-63頁)。

4)服 部教一 「日本教育の改革(二)」(『 教育時論』1497号1927年1月8-9頁)。
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2.高 等女学校制度 の柔軟性

2-1実 科高等女学校 制度の新設

1910(明 治43)年 、高等女学校令が改正 され、実科高等女学校 が制度化 された。 これ

は同年 の高等教育会議に諮 られ た、技芸専修科 を改め家政科のみ の高等女学校 を設置す る

という改革案が修正 され たもので ある。 これに対応 し同施行規則 も改正 された。

後述するようにこの施行規則 は実科高女のカ リキ ュラムを定 めた ものであるが、あわせ

て注 目されるのは、第40条 の2と して 「実科高等女学校ハ高等小学校二併設 スル コ トヲ

得」 と定めた ことである。単独校舎を必ず しも必要 としない、 としたことで実科高女 の設

立が財政的 に容易となる。 これ について高等女学校令改正に関す る文部省訓令は、

女子ノ教育ハ特二学校 ト家庭 ト相埃チテ始メテ其ノ訓育ノ効果ヲ完ウシ得ヘキモノ

ニシテ女子ヲシテ就学ノ為遠ク父母ノ膝下ヲ離レシムルカ如キハ訓育上頗ル考慮ヲ要

スル所ナリトス是従来ノ高等女学校ノ外ニー般公共団体ヲシテ単独二実科高等女学校

ヲ設置シ又ハ之ヲ高等小学校二併設スルヲ得シメ以テ其ノ設置ヲ簡易ニシ地方 ノ女子

ヲシテ成ルヘク其ノ地方二於テ必要ノ教育ヲ受クルノ便ヲ得シメ学校 ト家庭トヲ密接

ナラシメン

と説明している。 この訓令か らも、 また府県には実科高女の設置義務を免除 していた こと

か らも、市町村が公立実科高女の設置者 として想定 されて いた ことは明 らかであろう。

では、本科 高等女学校 と実科高等女学校 の教育課程上の相違は どうだ ったで あろうか。

次ページは本科高女 と実科高女のカ リキュラムで ある。

発足 当初の実科高女の教育課程上の特色は、裁縫の時間数の多 さである。総授業時間数

140時 間のうち64時 間、つま り45パ ーセン ト以上、ほぼ半分が裁縫で占め られていた。逆

に、本科高女を特徴付け るものは、外国語の存在であろ う。 これ をはじめ とするアカデ ミッ

ク科 目を本科高女が重視 していたのに対 し、発足当初 の実科高女はまさしく上記の訓令が

いうように 「家政二関スル学科 目ヲ修 メン トスル者二対シテ」「其 ノ学科 目二於テ特二裁縫

二重キ ヲ置」 いた学校であ った。

2-2実 科高女の変容

しか し大正期の二度 の改正 を経ると、実科 高女 におけ る裁縫 の比率は徐 々に低 くな り、

1920(大 正9)年 には112時 間中32時 間、比率にして3割 を下回るようにな る。それに代

わって、数学 とい った メジャー教科の時間数が徐 々に増加 していった。 また表では明 らか

にされないが、実科高女では一週6時 間程度は加設教科、選択教科 を設定す ることが可能

とな ってお り、そ こに例えば外 国語を入れた り、 アカデ ミック科 目を開設 した りす ること
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表 高等女学校 ・実科高等女学校の学科 目表(単 位は1週 あた りの時間数)

高等女学校(1908年)実 科高等女学校(1910年)

1年 2年 3年 4年 計 1年 2年 3年 4年 計

修身 2 2 2 2 8 修身 2 2 1 1 6

国語 6 6 5 5 22 国語 6 6 6 6 24

外国語 3 3 3 3 12 歴史 2 2 4

歴史地理 3 3 2 3 11 数学 2 2 2 2 8

数学 2 2 2 2 8 理科及家事 2 2 3 3 10

理科 2 2 2 1 7 裁縫 14 14 18 18 64

図画 1 1 1 1 4 図画 1 1 0 0 2

家事 2 2 4 唱歌 2 2 0 0 4

裁縫 4 4 4 4 16 実業 0 0 3 3 6

音楽 2 2 2 2 8 体操 3 3 3 3 12

体操 3 3 3 3 12 計 34 34 36 36 140

計 28 28 28 28 112

高等女学校(1915年) 実科高等女学校(1915年)

1年 2年 3年 4年 計 1年 2年 3年 4年 計

修身 2 2 2 2 8 修身 2 2 2 2 8

国語 6 6 5 5 22 国語 6 6 5 5 22

外国語 3 3 3 3 12 歴史地理 3 3 6

歴史地理 3 3 2 3 11 数学 2 2 2 2 8

数学 2 2 2 2 8 理科及家事 2 2 3 3 10

理科 2 2 2 1 7 裁縫 12 12 14 14 52

図画 1 1 1 1 4 図画 1 1 1 1 4

家事 3 3 6 唱歌 1 1 1 1 4

裁縫 4 4 6 6 20 実業 0 0 3 3 6

音楽 2 2 1 1 6 体操 3 3 3 3 12

体操 3 3 3 3 12 計 32 32 34 34 132

計 28 28 30 30 116
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高等女学校(1920年) 実科高等女学校(1920年)

1年 2年 3年 4年 計 1年 2年 3年 4年 計

修身 2 2 1 1 6 修身 2 2 1 1 6

国語 6 6 5 5 22 国語 6 6 5 5 22

外国語 3 3 3 3 12 歴史地理 2 2 2 6

歴史地理 3 3 2 2 10 数学 2 2 2 3 9

数学 2 2 3 3 10 理科及家事 3 3 3 4 13

理科 2 2 3 3 10 裁縫 8 8 8 8 32

図画 1 1 1 0 3 図画 1 1 1 0 3

家事 2 4 6 唱歌 1 1 1 0 3

裁縫 4 4 4 4 16 実業 0 0 2 4 6

音楽 2 2 1 0 5 体操 3 3 3 3 12

体操 3 3 3 3 12 計 28 28 28 28 112

計 28 28 28 28 1ユ2

で、実科高女は本科高女 に近 いカ リキ ュラムを編成す ることも可能であ った。

つま り、 もともと各種学校や実業補習学校 レベルでの家政実業教育を正規の高等女学校

制度 の中に位置づけることを目的 としていた実科 高女は、数次の改正によ り本科 に準ず る

教育 も可能な女子高等教育機関に変わ っていったと言えよ う。見方 を変 えると、実業補習

学校、各種学校 を土台 に本科高等女学校を設立 しようとした場合、 この実科高等女学校は

都合の良い 「踏み台」 として用いることができる、 とい うことである。

このよ うなカ リキュラムの柔軟性 に加え、実科高女制度は人的スタッフの調達 において

も便宜が 図られていた。1910年 改正の高等女学校令施行規則は、学級編制 について 「学級

ハ同学年 ノ生徒 ヲ以テ之 ヲ編成スヘシ但 シ実科 二在 リテハ此 ノ限ニア ラス 」 としてお り

(第28条)、 複数学年を1学 級 として編制す ることが可能で あった。学級数は教員数や専任

教員数に直結す るので、 この結果比較的少ないスタッフで も実科高女の教員組織 を構成す

ることが可能とな って いた(こ の特例は1920(大 正9)年 にいったん削除 され るが、翌々

年には高等女学校全体 に対す る特例 として復活す る)。

そ して何よ りも実科高女が高等小学校 に併設す ることが可能、 としている措置は設立 に

要す る初期費用を大幅に軽減するように機能 したはず である。

本報告が対象 とす る昭和期には、実科高女 と本科高女 の違いは、カ リキ ュラム(お よび

その背後 にある教育 目的)よ りも、む しろ単独校舎を持 っているか、必要な専任教員数 を

確保 しているか、という施設設備の問題 として捉える ことが可能 となっていた。極言 して

しまえば、本科高女 を設立するか、実科高女を設立するかは設置者の財政能力の問題 とし

て考えることができるよ うになっていたのである。
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3.高 等女学校 「昇格」のパターン

3-1前 提 としての大正期拡充計画

1-2で 述べたよ うに、1921(大 正10)年 の北海道会で、 中等学校42校 を5年 計画で

増設する計画が定め られた。 その内訳 は以下の通 りである。

年度 中学校 高等女学校 農業学校 工業学校 商業学校 実業学校 師範学校 計

岩見沢

名寄
旭川

1922年 倶知安 網走 帯広 函館 10

釧路
網走

野付牛(北 見)

八雲
岩内

1923年 帯広 永山(旭 川) 苫小牧 7

根室
稚内

余市

江別 岩見沢
1924年 室蘭 7

留萌 七飯

小樽

深川
札幌 釧路管内

1925年
'
紋 別郡 名寄 大野(北 斗) 旭川 札幌(女 子) 11

釧路 江差
帯広

富良野 当別
1926年 倶知安 伊達 美唄 7

函館 浦河管内

計 15 9 4 4 3 4 3 42

中等教育拡充の動きは、 この時期政友会が高等教育機 関を大増設 したことと連動し、当

時、全 国的に見 られる傾向である。 先述のよ うに、これ らの学校 はすべて地元 の寄附によ っ

て建設 され ることにな っていたが、答申可決直後か ら戦後不況 の折、 自治体、北海道地方

費費 ともに財政難 に陥 り、市町村は寄付金の収集 に難渋 し、またた とえ寄付金が完納 され

たとしても今度は これを維持経営する道庁の財政能力が疑問視 されるようにな った。

結局1922、23年 の計画 こそ数校を除きその実現 を見 たが、関東大震災の余波 も加わ り、

以降の計画は白紙 とされ ることにな った。道会で のや りとりについては 『北海道議会史』

が以下 のように伝えている。

寿原議員 …(中 略)… 四十二校 の中等学校増設計画は大正十一一、十二年度の二箇年
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において十七校の うち十五校 まで予定通 りに開校せ られたとい うことは、本道教育界

のためにわれわれ は慶祝や まない次第 である。 しか るに過般の関東大震災の余波はつ

いにこの本道の教育方針 にも累を及ぼ し、 この ころ巷間伝 うるところによると、新長

官はこの機会において既定計画 を打切 る、若 しくは延期 して、 さらに明年度にお いて

十分 に調査研究した上に新たな計画を樹て るかを決定したい、それまで十三年度の予

定は遺憾 なが ら見合わす とい う意見 を持たれると聞 くが実に遺憾 に思 う。…(中 略)…

土岐長官 教育の必要な ことは今 さら申し上げ るまでもないし、 また地方にお いて中

等学校の設置を希望す るとい うことも、 これは畢寛向学心の向上であつてまことに喜

ぶべき現象で、われわれ も大 いにそ の熱情を諒 とするところである。それで従来の四

十二校計画 というものはあなが ちぼ う大であるとか、過大で あるとか速断す るもので

はな い。 しか しなが らなお よ く考 える余地が あろうと思 う。第一費用 の点であ るが、

仮 に建築費は これを寄附 にまつ として も、年 々増加 して行 く経常費 を如何にするか、

これは本道 の今 日の地方費の状況か ら申す と負担 し切れない。先へ行 くほど行 き詰ま

るということは 目に見えているのである。…(後 略)…1)

結局1924(大 正13)年 度 に新 設が予定 されていた学校 の うち、庁立 としては岩見沢高

等女学校のみが開校 し、余市 と留萌の中学校 はその翌年 いったん町立として開校 し、その

後庁立 に移管 されて いる。それ以外 と1925年 度以降の計画はまった く白紙に戻 された。

ただ、大野(現 北斗市)農 業学校、旭川 と美唄の庁 立工業学校は1941(昭 和16)年 の

戦時下体制の中で実現している。 したが って、 この計画は完全 に霧散 したのではな く、青

写真としてかな り後年まで影響 を与えるものであ った。

また、この計画 リス トの うち、例えば1924年 度 に中学校設置予定だ った江別、翌年実業

学校設置予定だった江差、 さらに翌々年に中学校開設予定の富良野な どでは、計画頓挫後、

昭和 に入 りある共通 したパター ンを経て校種 を変更 し高等女学校 を獲得 して いる。それが

実科高等女学校か ら本科への組織変更を経て、北海道庁への設置者移管 に至 る一連の流れ

である。 これを学校史は 「昇格」 と表現 しているが、実際の 「昇格」過程 を確認 してみよ

う。

3-2「 昇格」過程

次ページの表は実科高等女学校が本科へ組織変更 され、庁立化 され るまでの経過を示 し

たものである。苫小牧高女 をやや例外として考 えると、大半の場合本科変更か ら庁立化 ま

での間隔が極めて短期間であることが理解 され る。逆に言えば、本科変更に成功すれば道

庁移管へのめどはほとんど立 った と言 えたのであろう。それに対 して実科設置か ら本科変
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本科へ変更

庁立化 本科へ変更 本科へ変更

庁立化 庁立化

更までの所要期間は極めてまちまちである。先述のように、実科高女と本科高女の決定的

な違いは、単独校舎が必要か否かである。つまり実科から本科までの所要期間の差は、単

独校舎を設置できるかというそれぞれの町の財政能力の差ということになる。

このように変遷が各地で共通しているということは、とにかく高等小学校に併設可能な

実科高等女学校を経営しながら、独立校舎建設費の資金調達を併行し、独立校舎が竣工す

れば直ちに本科高等女学校に組織変更する。その上でこれを北海道庁に寄附する、という

一連の手続きが各地で共有されていた可能性を示している。これは、庁立中等学校を地元

に獲得するための方策の共有と言い換えてもよいであろう。

このように判断できるのは、実科高等女学校を設立する際の申請理由が本科変更申請時

にはたちまち覆されていること、町立高等女学校の経営見込みの調書では健全を強調して

おきなが ら庁立移管の際に突然町財政の逼迫を訴えていること、など当初の理由を後に

なって簡単に翻している事例が、国立公文書館に残されている許認可文書からは極めて容

易に取 り出すことができるためである。
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そ こで次に、事例分析的に実際の許認可文書を考察 してみることにしよ う。 また、町立

学校 を庁立化 してい く、 という高等女学校 の経験 は、その後 中学校 に転用 され るよ うにな

る。 この経緯も事例 としてあわせて取 り上げてお く。

註

1)北 海道議会事務局 『北海道議会史第二巻』(1955年 、894-895頁)。
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4.事 例の検討 公文書の分析

4-1高 等女学校

4-1-1実 科高等女学校の設立動機 建前論の考察

次項で明らかにするように、実科高等女学校を設立しても、独立校舎の建設が完了すれ

ば町はすかさず本科高女への組織変更を図り、その際実科高女を否定する形で本科変更を

理由付けようとする。したがってまず本項で見る実科高女の設立理由はかなり建前的であ

ることを意識して分析する必要がある。

例えば富良野町は、実科高女設置の理由を以下のように説明している。

本町ハ尋常高等小学校一、尋常小学校七ヲ有シ内下富良野市街地ハ戸数千百三十六

戸人口五千九百九十八人ニシテ年々尋常小学校ヲ卒業スルモノ女子約百三四十名二上

リ高等普通教育ヲ受ケントスルモノ亦多数アリト錐本町其施設ナク概ネ遠隔都市ニア

ルヲ以テ上流資産家ニアラサル限リ多大ノ学資ヲ供給シ得サルハ勿論多数入学希望者
ママ

アル干係上入学ヲ拒否セラルル等殊二女子ヲシテ父母ノ膝下ヲ離レ遠ク笈ヲ負フハ寒

心二堪ヘザル所ナリ故二本町ハ大二女子教育機関ノ必要 ノ必要ヲ感シ大正九年以来女

子実業補習学校ヲ設置シ現在二継続シツツアリテ相当多額ノ経費ヲ投セル割合二其ノ

成績ノ挙ラサルハ実二補習学校 ノ名目及教科程度ノ高等普通教育ニアラサルニ帰スヘ

ク斯クテハ其効果ヲ永遠二認メ得ラレサルヲ以テ本町ハ町勢ノ発展 ト時代 ノ進歩二順

応シ弦二実科高等女学校ヲ併設シテ女子教育ノ振興ヲ企図シー面他 ノ都市二憧憬スル

子女ヲ収容シテ家庭的二経済的二普遍的二実科 ト学科 トヲ兼備セル高等普通教育ヲ施

サント然シテ之力認可 ノ暁ハ独 リ本町ノミナラス上富良野町落合間及芦別本町間ノ各

村落ハ汽車便ニヨリ通学シ得テ頗ル幸福ノ事ナ リトス

「実科高等女学校併設二関スル調書」(1-1)

富良野は1920(大 正9)年 に義務教育後教育機関 として女子実業補習学校を設置 して

いた。 しか し所詮 「補習学校」であ り、 したが って正規の 「高等普通教育機関」である実

科高女 を設立す るのだ という論理展 開とな って いる。 また この時期 に高等女学校 の教育 を

受けよ うとするな らば、最寄 りで も旭川高等女学校に行かなければな らず、通学はまず不

可能であった。そのため学資 の問題 もさ りなが ら、「女子 ヲシテ父母 ノ膝下 ヲ離レ遠 ク笈 ヲ

負フハ寒心二堪ヘザル所」 を強調 してお くことは、認可に際し有利 に働 くか も知れない。

なお、この調書では 「家庭的二経済的二普遍的二実科 ト学科 トヲ兼備セル高等普通教育」

として、実科高等女学校が汎用性 の高い教育機関である、 と認識 しようとしている点 にも

注意 しておきたい。

他の事例で もおお よそ同じ傾向である。江別町の設立理 由は以下の通 りである。
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年々尋常小学校ヲ卒業スルモノ女子約二百二十余名二上リ高等普通教育ヲ受ケントス

ルモノ亦タ多数ナリ然レドモ本町二其 ノ施設ナク札幌市又ハ遠隔都市二寄宿又ハ汽車

通学ニヨリ在学中ノ者百余名ヲ算スルモ多大ノ学資ヲ要シ中産階級以下二於テハ負担

甚タ困難ナルノミナラス近時一般都市二於ケル入学希望者著シク増加シ従テ定員ノ関

係上入学ヲ拒否セラルルモノ亦少シトセスー面世相ハ女子ヲシテ家庭ヲ離レ若クハ遠

ク汽車通学ニヨリ勉学セシムルハ家庭 ノ憂慮甚大ナルモノアリ故二本町ハ大正九年是

等情勢二鑑ミ女子実業補習学校ヲ小学校二附設シ爾来今日マテ継続シ相当多額ノ経費

ヲ投シ努力ヲ加ヘツツアルト錐モー般ノ情勢ハ補習教育ヲ以テ到底満足スベクモアラ

ス高等普通教育ヲ要望スルヤ切ナルモノアリ

「実科高等女学校併設二関スル調書」(2-1)

富良野と同様、江別でも実業補習学校が開設されていたが、「一般 ノ情勢ハ補習教育ヲ以

テ到底満足スベクモアラス高等普通教育ヲ要望」するという状況が語 られる。江別の場合

中等教育機関が潤沢な札幌に近接しているが、「都市二於ケル入学希望者著シク増加シ従テ

定員 ノ関係上入学ヲ許否セラルル」ことも自前の中等教育機関設立の有力な根拠としてい

る。

次の江差町もまた同様であった。

当町二於テハ昭和五年度ヨリ高等小学校卒業者及同等資格者ヲ入学セシムベキ実業補

習学校規程二依ル実科女学校ヲ設立セルモ近年著シク児童ハ勿論父兄二於テモ向学 ノ

念強ク為メニ高等女学校令二依ル学校ノ入学志望者多数アルモ父兄ハ子女監督上都会

二遊学セシムルヲ好マス為メニ昭和六年度 ノ如キハ未タ曽テ無キ多数ノ入学者アリト

錐檜山支庁管内二於ケル小学校卒業女子千六百四十三人二対シ高等女学校入学者僅カ

ニ四十二名ノ少数二過キザル状態二有之依テ当町民ハ勿論附近町村等一般 ノ希望ヲ満

タサシムル関係上現在ノ実科女学校(実 業補習学校令二依ルモノ)ヲ 廃止スル ト同時

二高等女学校令二依ル実科高等女学校ヲ設置シ層一層女子二対スル徳性ヲ酒養シ家政

実科二関スル智識技能ヲ授ケントス

「設置ノ理由」(3-1)

実業補習学校を設置した ものの、 これは次善の処置であ り、正規 の女子 高等教育機関を

求める声は高かったよ うである。

共通 しているのは、実業補習学校 よ りも実科高等女学校 の方が相対的にまだ正系に近い

普通教育機関である、 という認識である。 同時に、富良野が 「実科 ト学科 トヲ兼備」 して

いる点、江差が 「一層女子 二対スル徳性ヲ酒養シ家政実科二関スル智識技能 ヲ授 ケ」 るこ

とを目的として強調す るなど、実科高女の設立が実業教育 を侵害しない ことにも言及 して

いることが注 目される。
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しかしその一方で実科高女設立の時点からすでに本科高女への組織変更を射程においた

動きが見 られる。例えば江差実科高等女学校は開設当初から学科目表に英語を加設科目と

して組み込んでいた。その理由について江差町は 「該校ハ檜山支庁管内唯一ノ女子中等学

校二有之卒業後地方中堅婦人トシテ樹ツベキ教養上是非共外国語(英 語)ヲ 随意科目トシ

テ加設致度」(加設科目認可申請)と 慎重な言い回しで許可を求め、道庁も 「外国語(英 語)

ヲ随意科 目トシテ加設」することについて、「希望者二対シ極メテ簡易ナル日常英語ヲ課ス

ルハ相当効果アル コトト被認」る(「江差実科高等女学校二外国語加設二関スル件」(3-

2))と 副申しており協力的であった。本科高女のカリキュラムを意識した措置であり、組

織変更の布石であった可能性も考えられる。

さらにはっきりと実科開設時点からすでに本科高女への組織変更を見込んでいたことを

うかがわせる文書が残されている。

後年江別町が町立実科高女を本科に組織変更する申請を行った際、北海道庁が添えた

「江別実科高等女学校組織変更二関スル意見書」には今までの経緯が以下のように記され

ている。

江別町ハ大正十年其ノ地二中学校ヲ設置スヘク画策スル所アリシカ男子ハ比較的附近

都市タル札幌又ハ岩見沢町二通学容易ナルモ女子ハ之二反スルモノアルヲ以テ遂二中

学校設置計画ヲ止メ高等女学校ヲ以テ之二代フルコトトシ昭和四年度ヨリ実科高等女

学校ヲ設置シ適当ノ時期二於テ高等女学校二組織ヲ変更セントシ昭和五、六両年度二

於テ校地五千十六坪ヲ選定シ且ツ八百八十三坪五合ノ木造二階建校舎ヲ新築シタルヲ

以テ弦二当初目的二向フテ進マントスルモノナルモ事実二於テ実科高等女学校入学者

ハ漸減ノ状態ニアリ申請ノ通組織変更スルヲ以テ適当ノ措置ナリト認ム

「江別実科高等女学校ヲ高等女学校二組織変更方申請二付副申」(2-5)

実 は江別 は大正期 の中等学校拡充計画で、地元に中学校 を誘致す ることを考 えていたが、

これ を断念 して高等女学校 を開設した こと、そ して実科高女開設は暫定的措置であ った こ

とが明瞭に示 されて いる。

したが って最初に述べたように、実科 高女設立 の際に申請書に記 されている動機 は、建

前であ り、その表現 か ら別な理 由を読み取る ことができるのである。すなわ ち、実業補習

学校 ではない正規の女子 中等教育学校が欲 しい、 しかし独立校舎を設立す るには財政的 に

時間がかかる、そ こでまず 小学校 に併設できる実科 高等女学校を設立 してお く、 とい うの

が実際の ところであろう。 したが って併設実科高女の設立が認可され ると、町は次に独立

校舎 の建設に力を傾 けることになる。
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4-1-2独 立校舎の設立

町は義務教育機関 としての小学校の経営 とい う単独事業を抱 えている。中等教育機 関の

開設条件 としてその小学校経営 を圧迫 しない ことが強 く求め られていた。 したが って高等

女学校独立校舎の設立にはどこの町 も難渋 して いる。財源は、主 として町債 と町民や町内

企業か らの寄附金であった。 国立公文書館文書 には寄附者やその金額 の リス トが残 されて

いるものもあるが、本報告では整理す るには至 らなかった。

ここでは比較的早期 に独立校舎建築 に至 った江別 の例を取 り上げ てみ る。地方財政逼迫

の折 にも関わ らず、江別町は小学校への実科高女併設が認め られた直後か ら独立校舎建築

に着手 している。その費用8万 円余 りの財源 について文部省か ら照会(2-3)を うけた

江別町はその内訳を下記のように示 している。

内訳

金一万三千二百七十九円 一般町費並二指定寄附金

金三万二千円 中等学校設置積立金繰入

金三万五千円 基本財産運用繰入

計金八万二百七十九円

説明

一、町費並二寄附金一三、二七九円中指定寄附金ハ敷地買収並二設備費二対シ現金又

ハ備品ヲ以テ寄附ヲ受クル見込ニシテ総額九、○一二円ヲ予定セルモノトス内既二

敷地買収二対シ六、○一二円ノ寄附収入ヲ見残額三、○○○円ハ校舎新築施行二伴

ヒ富士製紙株式会社其ノ他ノ法人並二個人ニヨリ設備費二対シ寄附ヲ受クル見込ニ

シテ収入確実ナルモノトス

次ニー般町費四、○○○円ハ昭和三年度以降繰越金剰余額ヲ充当ノ見込ナ リ然ルニ

昭和三年度決算 ノ結果五、○○○円余 ノ繰越金増加ヲ見タルヲ以テ既二之力財源ヲ

得タルモノトス

ニ、中等学校設置積立金繰入三二、○○○円ハ本町中等学校設置ノ目的ヲ以テ大正十

三年度以来積立金ヲ設ケ現在三四、○○○円余ヲ定期預金トシテ積立中ナルヲ以テ

本財源トシテ三二、○○○円ヲ繰入充当スルモノトス

三、基本財産運用繰入三五、○○○円ハ現在本町基本財産銀行預金四二、六八三円ノ

内ヨリ之ヲ運用充当スルモノニシテ起債二準ズベキ性質ナルモ本町ハ自給自補ノ主

義ニヨリ将来負担 トナルベキ町債等更二有セズ支消ノ翌年ヨリ十ヶ年ヲ以テ補填シ

得ルモノトス

「財源調書」(2-4)

一は主 として寄附金である
。三は基本財産 を取 り崩 し、その後補填す るとしていること
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から実質的 には起債 と同じ効果 を持つ。注 目すべ きは、二の中等学校設置積立金の存在で

ある。前節で も述べたが、江別町は もともと中学校誘致 を目指 していた。当然 自賄主義は

踏襲 されて いるため、庁立学校 を呼び込むためには設置費用の負担が必要とな る。そのた

め、町は積立金の形で設置費用 をプール してお り、それ を高等女学校校舎設置費に流用す

ることが可能だ ったのである。

このように当初か ら財源が整 っていたため、江別の場合は実科高女併設か ら独立校舎開

設するまで、すなわち本科組織変更までの所要時間が極めて短 い。 しか し実際には江別の

ようなケースがむ しろまれ といえる。逆 に、独立校舎設立費用の捻 出が困難な場合、それ

だけ実科高女 にとどまっている期間が長 くなる。本報告では分析できなかったが、北海道

内ではい くつかの実科高等女学校が本科変更できずに終戦を迎えている。

4-1-3組 織変更の動機 なぜ本科高女なのか

さてどの地域も独立校舎が設置されればほぼ二年以内に本科への組織変更が図られてい

る。その本科へ変更する理由は何であったのかを確認してみる。以下の池田高等女学校の

本科変更理由文書が典型的と言える。

一、本校開設以来当地地方民ノ女子教育二対スル向学心益々高潮シー般女子 トシテ高

等普通教育ヲ受ケントスルモノ愈々多キヲ加へ従来 ノ実科 ノミヲ以テ満足スルニ至

ラサ リシコト

ー、一般二実科ノ名称ヲ喜ハサルタメ当町二女子教育機関アルニカカハラス尚ホ他地

方二赴ク者相当多数二上リタメニ入学生ヲ得ルコト困難ナルコト

ー・、実科高等女学校ニテハ在学中転校ノ場合他ノ諸学校トノ連絡不便ナルコト
ーL-、_一 一L6.r.、y、

、 ロ ーz

附

一、実科高等女学校ヨリ上級学校二志願ノ場合高等女学校二比シ特典二相違アルコト

「本科変更理由」(資料編未所収)

池田町も江別 と同 じく1929(昭 和4)年 に実科高女を開設し、そのわず か二年後 に本科

変更を申し出て いる。そのような短期間で 「向学心益 々高潮」、「従来 ノ実科 ノミヲ以テ満足

スルニ至 ラ」ず、 と判断するにはいささか早計であろう。 むしろ 「実科 ノ名称 ヲ喜ハサル

タメ」「入学生ヲ得ル コト困難」 とい うところが本音であろう。

このように実科が不人気で生徒募集がままならないことはほ とんどの申請が訴えている。

「一般実科 ノ名称 ヲ喜ハサル ノ傾 向漸次濃厚 トナ リ」「入学生募集上相当困難」(富良野、1-

4)、 「経営上多大 ノ努力 ヲ払 ヒタルモ入学者之二伴ハサルハ」「実科 ノ名称 ヲ喜ハサル立証

ニシテ生徒募集上頗ル困難」(江別、2-5)、 後年の江差に至 っても 「経営上多大 ノ努力ヲ
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払 ヒタルモ入学者之二伴ハザルハ」「明二実科 ノ名称 ヲ喜バザルモ ノト認メラレ生徒募集上

困難」(3-4)と している。

学校が違 っても、本科への変更理 由はほぼ共通 していた。 しか し、実科が敬遠 され るこ

とは最初か ら予想できなか ったのであろうか。江差に至 っては、数々の前例が あるにもか

かわ らず、 まった く同じ轍を進んでいるのである。 また池田町は このわず か二年前に 「時

勢二順応 セル実科 ヲ主 トシタル女子 中等教育機関設置 ノ緊要」性を強 く訴えて実科高女を

開設 しているのである(「 池 田実科高等女学校設置理由書」、資料編未所収)。 その見通 しの

甘さが批判 されて然るべきであるところ、かえ って道庁は副 申で組織変更 に力添 えし、文

部省 も施設設備の整備 を条件 に比較的あ っさ りと認可 している。

実科開設が 目的ではな く、手段で あった とす る本報告の見解 はここか ら導き出され る。

実科は本科高女 を設立するための一つのステ ップであ った。設置者である町は、 いきな り

本科を設立することが財政的 に困難であったので、独立校舎が不要な実科高女制度の柔軟

性 に着 目したのであ り、道庁や文部省 もそれをあえて止 めることをしなか った。

なお、本科変更の理 由として、実科高女の校数が少な く転校 の際に不便であること、上

級学校 との接続関係が本科 に比べ実科は都合がよ くないこと、 といった実科の不便 さにつ

いて も、ほとんどの申請が共通 して指摘 しているところである。組織変更によって、 この

デ ィスア ドバ ンテージが克服 され ると考え られていたならば、実科 か ら本科への組織変更

を 「昇格」 と捉えるメンタ リテ ィは一応理解で きる。

4-1-4設 置者変更 自賄主義の応用態

しか し本科への組織変更が最終 目的ではなか ったようである。今 まで検討対象としてき

た町立高等女学校は、 自らは決 して 「町立」 と名乗 ることはせず、例えば 「富良野高等女

学校」 と単に学校名には地名だけを添えている。 しか し道庁 に寄附 を済ませ、設置者移管

に成功す るととたんにこの校名に 「北海道庁立」が冠 され る。そして学校史や町史は これ

を 「昇格」 と呼ぶのである。最終 目的はこの設置者変更で あった。

道庁に寄附す る動機 としてまず語 られ るのは、町の財政難である。 たとえば名寄高等女

学校は 「町民 ノ熱情ハ遂二之 ヲ駆テ兎 二角多大 ノ犠牲ヲ忍 ヒ町経営 ヲ以テ」 高等女学校 を

設立 したが、「本町 ノ如キ微 力ナル 自治体二於 テ該校 ヲ永 ク維持経営スル コ トハ到底其 ノ資

力 ノ耐 ユル所ニ アラス」 として道庁へ の移 管 を申 し出て いる(1928(昭 和3)年9月 。

「寄附願」資料編未所収)。

しかしこの前年に町立高女を設立す る際には 「高等女学校 ヲ新設スルモ町財政二困難ナ

ル影響 ヲ来サズ」 と述べている(1927(昭 和2)年2月 。「高等女学校設置 ノ件認可 申請」

資料編未所収)。わず か1年 半で失政であった簡単 に認めている点 に注意 してみよ う。見通

しが甘か った と批判することも可能であるが、逆に逼迫することを承知の上で開設 に踏み

切 ったとすれば、維持経営 に関 し何 か別な見通 しがあったのではないか、 と思わ され る。
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それは 「寄附願」 で財政能力以上の施策を決断 したのは 「本町二庁立 ノ高等女学校設置 ノ

件ハ多年来地方民 ノ切望シテ已マサル所ニシテ幾度 トナ ク請願二次グ請願 ヲ以テシタレト

モ容易二之 ノ実現 ヲ見ル能ハ ス」 と庁立高等女学校誘致 が一向に進展を見せなか ったため

であると述べ、寄附願 いを受諾することは道庁の道義的責任であることを言外 に匂わせる

ことか らも伺え る。 したが って、実科高女制度が本科高女設置の踏み台に使われたように、

町立高等女学校の設置(組 織変更 も含めて)そ れ 自体 も、 目的ではな く、「庁立」 高等女学

校 を獲得す る手段 として用 いられ ているのではないか、 と推察 され るのである。

この名寄町か らの申し出に対 して、道庁は どのように応 じているであろうか。

本道庁立高等女学校ハ現在十校二及ヘルモ本道ノ最北部タル宗谷支庁管内及上川支庁

管内北部ニハ其ノ設置ナク将来適当ノ時機二於テ此 ノ方面ニー校ヲ増設スルノ必要ヲ

認メタリシモ地方費財政ノ関係上未タ其ノ実現ヲ見ルニ至ラサリシモノナリ然ルニ名

寄町ハ此ノ欠陥ヲ補ハンカ為昭和二年度 ヨリ町立ヲ以テ名寄高等女学校ヲ設置シ主 ト

シテ旭川市以北上川宗谷網走管内ノ生徒ヲ収容セルモ同町ハ人ロー万四千余歳入出経

常予算額十四万円内外ニアルー一小町村ナルヲ以テ全校ノ経営ハ財政上頗ル苦心ノ存ス

ルアリ之ヲ地方費二移管セムコトヲ要請セルコトー再ナラサルモノアリ

「高等女学校ノ名称設立者変更認可申請」(資料編未所収)

上は、道庁長官から文部大臣に送 られた設置者変更申請であるが、財政上の困難を認め

ている点で名寄町の言い分に対応している。また道として財政的に可能であれば道北に庁

立高女を設立したかったので、名寄高女を引き取るという温情的立場を示している。町立

高女には周辺町村からも入学者が流入して くる。当初は設置町は地域の中核自治体の使命

であるという自負心を見せるが、やはり大局的に見ると複数市町村にまたがる子弟を対象

とする教育機関は上位自治体が担 うのが適当であると考えられていた。

道庁が寄附を受け容れる際に示す認識についてもう少し見てみよう。以下は江別、池田、

帯広、富良野の町立高女を一括して設置者変更した際の道から文部省宛の理由書である。

江別、池田、帯広姉妹、富良野四高等女学校ノ沿革ハ左ノ通ニシテ

何レモ設置以来其ノ成績相当見ルベキモノアリシモ近年一般経済界ノ不況二加フルニ

特二本道二於テハ凶作水害等 ノタメ更二町財政ハ極度 ノ逼迫ヲ告ゲ之ガ維持経営実二

容易ナラザルモノアルヲ以テ之ヲ地方二移管セラレタシトノ町民ノ要望切ナルモノア

リ

ー方本道二於ケル庁立高等女学校数ハ現在十三校ニシテ庁立中学校 ノ十八校二比スル

ニ尚一段ノ拡充ヲ要スルモノアルノ外前記四校 ノ生徒数ハ附近町村ヨリ/入 学者ヲ以

テ大部分ヲ占ムルノ実情ヨリ考察スルモ単二之ヲー町村ノ負担二帰セシムベキモノニ

アラザルヲ被思料ノミナラズ地理的二見ルモ同地方ニハ庁立高等女学校ヲ設置スルノ

一20一



要アルモノニシテ夙二本庁二於テ計画セル庁立学校拡張計画網中二含マレ其ノ実現ヲ

企図セラレ居 リタルモ地方費財政ノ都合上遂二今 日二至リタルモノナルヲ以テ此 ノ際

之ヲ地方費二移管シ既定計画ノ実現ヲ図リ町民ノ要望二応ズル ト共二他面一層地方女

子普通教育機関ノ進展向上ヲ期セントスルモノナリ

「公立高等女学校費用負担者並二名称変更ノ件認可稟請」(2-6)

ここで示 される移管 の理由は、1.財 政 の逼迫 による町か らの移管要請、2.庁 立中学校

数 と高等女学校数 とのバ ランス、3.町 立学校に置け る町外の受益者の存在、4.「庁立学校

拡張計画」の回復、 といったあた りで ある。特に設置者変更で結果 として庁立学校が増え

ることにな り、かつて大正期 に頓挫 した 「中等学校拡充五箇年計画」の補填措置につなが

ると考えている点が注 目され る。

本項冒頭で指摘 したように、各町は始めか ら経営難 となってい くことを承知の上で敢え

て本科高女を町立で開設 した節が認め られ る。 しかもこれ を道庁が黙認、 とい うよ りもむ

しろ後押 ししていた形跡す らある。

江別町が実科高等女学校 の本科への組織変更を申請 した際、北海道庁 は町立本科高女開

設による町財政の今後について 「僅二千二百二十五 円ノ増額 ヲ以テ足 リ維持上別段困難ナ

キモ ノ ト思料 ス」 とその能力を保証す るかのよ うな副 申を添えている(「 江別実科 高等女

学校組織変更二関スル意見書」2-5)。 この町立江別高等女学校が庁立 に移管 されるのは

そのわずか1年 半後であるが、設置者変更に際して道庁は 「町財政ハ極度 ノ逼迫 ヲ告ゲ之

ガ維持経営実二容 易ナ ラザルモ ノアルヲ以テ之 ヲ地方費二移管セ ラレタシ トノ町民 ノ要望

切ナルモ ノア リ」 とまった く逆 の理 由を文部省 に告げているので ある(「 公立高等女学校

費用負担者並二名称変更 ノ件認可稟請」2-5)。

事前に財政逼迫 となることが予見できた可能性があったにもかかわ らず、本科変更 に協

力的であ った と言 うことになれば、設立 した町立本科高女をいずれ道庁に移管する、 とい

うプロセスは既定路線 として町 と道庁が共有 していたと考 えることもできる。

本節前半では実科高女 を設立する際の理由が、本科変更の時にはた ちまち覆 されて いた

のを確認したが、それ と同様町立本科高女が設立可能であるとい う財政的根拠 も、数年後

道庁移管 の際には まった く否定 されて いる。そ うなると町立の本科高女 もまた 目的ではな

く手段であ り、真の 目的は 「庁立」高等女学校の獲得であった ことになる。そ してこれを

「昇格」 と呼ぶのは、と りもなお さず 「町立」よ り 「庁立」 の方が格が高いと考える地域住

民のメンタ リテ ィの反映である。

4-2中 学校

4-2-1町 立中学校の設立動機

昭和10年 代 に入ると、町立中学校設立 の動きが盛んにな る。 この時期開設された町立中
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学校は、苫小牧、富 良野、砂川、岩内な ど計11校 。 この うち半数の6校 が終戦までに、さ

らに終戦後新制高校発足前まで3校 が庁立 中学校 に設置者変更されている。結論を先に言

えば、町立高等女学校を完成 させてそれを道庁に寄附 して庁立高等女学校を獲得する、と

い う経験は中学校に援用 されているのである。

昭和10年 代 に町立 中学校 を開設した地方 には、すで に高等女学校が設置 されているとこ

ろがほとんどであ った。そのため、男女の中等教育機関両方の設立が必要である、 という

主張が もっとも強力な中学校設置の論拠 となる。例 えば富 良野中学校設立の理 由は以下の

ように語 られて いる。

時勢ノ進運ハ年ト共ニー般町民ノ子弟教育二対スル関心ヲ深カラシメ競フテ中等教育

ヲ授ケシメントスル ノ観念甚ダ旺盛二趣キタルヲ以テ襲二町立ヲ以テ富良野高等女学

校ヲ設置シ富良野沿線唯一 ノ女子教育機関トシテ之ガ経営ヲ持続中ノ処昭和八年二至

リ北海道庁立二移管セラレ藪二於テ僅カニ女子教育施設ノミ漸ク整備セラレタルニ過

ギズ多数国家ノ中堅タリ得ベキ男子々弟ノ教育機関ハ之二伴ハズ破行的不幸ノ状態二

多年放任セラレアリテ本町民 ノミナラズ本町ヲ中心 トシテ園続スル近接関係町村民ノ

洵二遺憾 トスル処ニシテ之ガ急速実現ヲ希求スル与論膨溝 トシテ拾頭シ熱烈二強調セ

ラルル有様ニアリ

「中学校設置認可申請」(5-1)

端的 には 「男女教育施設 ノ破行的現状 ヲ是正シ之ガ平衡 ヲ図」 るとい うことであるが、

もともと高等女学校 を設置 したのは、男子 に比べて女子 は地元通学できる方が保護監督上

望ましいか らであ って、先行的に開設 したのではな く、特設 とい う意味合いが強いはずで

あ った。 しかしここでは高等女学校 の存在は、一方の男子 中等教育機関の不在、中等教育

制度 の未完を際だたせ るために用 い られている。

しか し中等学校の大衆化 は急速に拡大 してお り男子 中等教育の不在は地方都市において

も深刻な問題 として捉 えられ始めていた。例 えば当時工業が盛んにな りつつあった砂川で

は工場関係者、特に 「中学生ヲ有スル 中堅従業員 ノ本町転入者多数二及ブモ其 ノ施設ナキ

為 メ本町ヘ ノ来住 ヲ躊躇シ単 身赴任 シ永住観念 ヲ希薄ナ ラシメー面子弟 ノ中学入学期二至

ラバ他都市二転住 ヲ企ツル実情ニシテ産 業進展上且又町政上誠二寒心二堪ヘザル」(「中学

校設置認可 申請」6-1)と して中学校設置の必要性 を訴えている。砂川町は この中学校

の設置 申請 を1941(昭 和16)年12月 に行 っているが、実はその年の3月 に高等女学校の

設置 申請を行 っている。砂川 の場合は男子、女子各中等学校の開設がほぼ同時であった。

この高等女学校設置の際に砂川町は、設置 によって 「高等女学校入学志願者 ノ入学難 ヲ緩

和 シ所謂 教育 ノ機 会均等 ヲ図」 る とい う戦前 として はめず らしいターム を用 いて いる

(「高等女学校設置認可申請」4-1)。 地方 において も中等教育の大衆化が進んだ ことを示

していると言えよ う。

■
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ただ、設立 当初か ら庁立化が念頭に置 かれて いた ことを うかがわせ る表現 も 目に付 く。

先の富良野町は、設置理 由の末尾 に、「徒 ラニ庁立 中学校 ノ設置ヲ望 ミ荏再年月ヲ空シクス

ル ノ秋二非 ラザル ヲ以テ町民 ノ甚大ナル犠牲 ヲモ省 ミズ敢テ町立中学校 ヲ設置 シ多年 ノ懸

案 ヲ解決シ民心 ノ安定ヲ計 ラン トスル所以ナ リ」(5-1)と 述べ、 自己犠牲感 を漂わせな

が ら、かつ庁立学校への欲求 をあえて隠 していない。 あとは実際 これ を道庁が どのよ うに

受け取 るかとい うことにな る。

4-2-2設 置者変更

すでに述べたように、10年 代に設立 された町立中学校のほとんどが 旧学制下で庁立中学

校へと移管 されて いる。そ の際道庁が文部省 に対 して示 した理 由は例 えば以下 のよ うで

あった。

富良野中学校ハ昭和十六年度同町立ヲ以テ設立セラレタルモノナルガ其ノ入学志願者

ノ状況本道二於ケル庁立中学校分布 ノ状況二鑑ミ地方費移管ノ要望切ナルモノアリ{乃

テ昭和十八年度ヨリ之ヲ庁立二移管シー層同地方中等教育ノ進展ヲ期サントス

「北海道富良野中学校費用負担者及名称変更ノ件」(5-3)

北海道砂川中学校及北海道本別中学校ハ共二昭和十七年度二於テ町立ヲ以テ設置セラ

レタルモノナルガ其 ノ入学志願者ハ単二当該設立町村ノ子弟ノミナラズ広ク附近町村

ノ子弟ヲ収容シ之ヲー町村 ノ設立二委スルハ当該町村ノ財政上ノ負担ノ点ヨリ且ハ当

庁立中学校分布ノ状況等ヨリ之ヲ当庁立二移管シ以テー層当該地方二於ケル斯教育ノ

進展充実ヲ期サントスルモノナリ

「北海道砂川中学校外一校費用負担者及名称変更二関スル件」(6-2)

富 良野は町立 中学校開設時か ら 「庁立」 に拘泥す る姿勢を見せていたが、道庁 の理 由書

か らはその後 も富良野町が移管を 目指 して請願を続けた様子が うかがえる。 また砂川中学

校と本別 中学校の移管の際には 「該設立町村 ノ子弟 ノミナラズ広 ク附近町村 ノ子弟 ヲ収容

シ之 ヲー町村 ノ設立二委スル」 ことは限度 を超 えて いる、 とい う認識を見せている。 この

よ うな状況は、高等女学校 の移管 の際、道庁はすで に経験済みであることか ら、町立中学

校が開設 された時点で、すで に設置者変更は町 と道庁双方の行政 日程に入 っていたのでは

ないかと考え られる。

さらにそれ を文部省が黙認 していた可能性 も考 え られ る。以下 は1941(昭 和16)年 に

開設 された町立本別 中学校認可の際の文部省か ら道庁への通牒案である。

〔空欄〕年二 月十 日 局長
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北海道庁長官宛

北海道本別中学校設置ノ件

…標記ノ件本 日別紙 ノ通認可相成タル処本校ハ完成年度昭和二十一年度迄寄附金ヲ以

テ経常費ノー部二充当シ、完成年度以降二於テモ維持費ノ捻出ハ相当困難ナルモノト

認メラルルニ付経営上特二御配意相成度

「町立中学校設置ノ件通牒案」(資料編未所収)

本別町は認可 申請に際 し、校舎建築 といった臨時費だけではな く、経常費歳入 も寄附金

を当て込む というかな りリスキーな経営計画 を示 していた。 この通牒案か らすると、文部

省はそれを承知 した上で設置 を認可していることにな り、「御配意」 とは北海道地方費への

完成年度以降の移管 を指 し示 していると取れな くもな い。

本別の中学校設置理 由書は 「徒ラニ庁立 中学校 ノ設置 ヲ望 ミ荏薄時 日ヲ葬ル ノ秋二非ザ

ルヲ以テ町民 ノ多大ナル犠牲モ省 ミズ敢テ町立中学校 ヲ設置シ多年 ノ懸案 ヲ解決」す ると

説いているが(「 中学校設置認可 申請 理 由書」、資料編未所収)、 このフレーズがその後町

立 中学校を道庁に移管 した富良野 の理 由書 を下敷 きにしている ことは明らかで あろ う。高

等女学校 の事例か らして、町立中学校の設置 も、それを道庁に移管 して、庁立 中学校を獲

得す るワンステ ップであった と考えて良いであろ う。高等女学校での経験や方法は、中学

校 の際にも生かされたので あった。
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5.ま とめと今後の課題 庁立の意味と戦後への継承

5-1自 賄主義の応用態

以上、北海道内の町立中等学校が道庁 に移管 されてい くまでの過程を公文書に沿 って追

跡 してみた。報告者は実科高女や中学校 を設立した 自治体の最終的な 目標はそれ を庁立 の

高等女学校や 中学校 にす ることであ り、その意味で この、町立→庁立という設置者移管 の

パターンは、庁立学校の設立に際し地元住民がその経済的負担 を負 うというかつての 自賄

主義の変形で あると考える。それは、例えば 当初の実科高等女学校設立理 由や町立高女 を

設立す る理由が、 自前の校舎を持 った り、実科か ら本科への組織変更が成立した りした時

点でたちまち覆 されていること、そ して このような 「昇格」 のパ ターンが各学校で共有 さ

れていることか らも指摘できよ う。

女子 中等教育機関に限って言 えば それを可能に して いたのが実科高等女学校 とい うき

わめて柔軟性の高い制度であ った。独立校舎が不要であった ことに加え、専任教員数が少

な くて済む とい う点で、実科高女は安 いコス トで女子教育機関の設立 を可能 にしていた。

それに独立校舎 を与えると、比較的容易に本科へ組織変更できて しまうとい う実科高女制

度の暫定的側面に気づけば と りあえず実科高女を発足 させ、その後の財政能力に応 じ独

立校舎を建設 し、教員や施設の補充 を図 りなが ら本科への組織変更 の機会 をうかが うこと

ができる。そ して本科変更 と道庁移管 とがほぼ同義である ことは今 まで見 てきたとお りで

ある。

この経験が中学校においても十分 に生かされていた ことも確認してきた。 中学校の場合

は、 当初か ら独立校舎 を持つことが建前 とな ってお り、各地 ともそれに尽 力するのである

が、昭和10年 代 においては戦 中の混乱か らか、開校 を先行 させ校舎建築をその直後か ら複

数年度で完成 させ る、 とい う計画で も文部省は認可するよ うにな っていた')。その校舎完

成とほぼ 同時に町立中学校 は北海道地方 費へ と移管 されるのである。

ここでこのような庁立学校設立方法を、大正期 までに見 られたオーソ ドックスな 自賄主

義と比較 してみよ う。明治後半か ら大正期 に見 られた 自賄主義は、庁立学校開設 に必要な

諸費費用を一挙 に収集 して寄附する、 とい う単純 なものであ った。 しか し今 回の事例は、

学校教育 を提供 しなが ら 「昇格」 に必要な財 も収集 してい く、 というものである。高等女

学校の場合、実科が中途半端な存在であればそれだけ、 これを完成 させ ようという資金収

集 の動機付けは高い状態で維持 され るであろうし、高等女学校が完成すれば、今度は男女

のバ ランスが必要であるとして中学校設置に動き始めるのは既述の通 りである。

このように町立として完備 した学校 を道に寄附するという方法 を、道庁は積極的 とまで

は言わないまで も、 これ を妨害す るよ うな動きは示 さなか った。 この方式は、道庁にとっ

ても完成度が低い高等女学校や中学校 の寄附は受け入れない、 つまり庁立学校 として認め

ない、 とい う選択肢 を持 つことで、高い水準の庁立中等学校 を初期費用な しに増設す るこ

とができるとい う、有意義な方法であった。 また従来 の自賄主義では複数年にまたが る寄
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附が約束通 りに果た されず、結局学校設置のための初期費用の残額を北海道地方費か ら支

出せざるを得なかった場合があったが、設置者変更方式では道庁はその リスクを回避する

ことができる。庁立移管 という方式は、町 と道双方の利益の一致点であったといえよう。

5-2庁 立志向の問題

ところでこのよ うな方式が成立す るためには、庁立移管、つま り 「昇格」 を達成す ると

い う動機を高い水準で維持す ることが必要で ある。 これ に地域の強い 「庁立」志向がかか

わ っていることは明らかであろう。

江別 高等女学校の系譜 を引 く江別高等女学校の周年記念誌は設置者変更 前後に在学 して

いた同窓生の 「庁立 にな った時の生徒の喜び ようは大変なものでした。庁立移管 というこ

とが一 つの生徒 のプ ライ ドだ ったんですね」 という回想 を伝えている2)。やは り地域住 民

にとっては道庁移管は 「昇格」 と捉え るべき事態であった。実際この年史によると、実科

高女最後の年 の志願者が28名 、本科変更 しても24名 と低迷を続けていたが、庁立移管初年

度は63名 もの志願者が あったという3)。道庁移管は単なる設置者変更に止 まらず、庁立化

の効果は実際的に も心理的にも大きな ものが あったということにな る。

逆に町立時代 には設置者が露わにな らないよ うな 「工夫」 も試み られた。1925(大 正

14)年 に高等女学校 の名称変更を 申請 した苫小牧町は次のように述べている。

北海道苫小牧町立高等女学校ハ大正十三年二月二十日文部省北普一八号ヲ以テ町立実

科高等女学校組織変更認可二依 リ設置シタルモノナルモ校名称中町立 ノニ字アルカ為

生徒募集上面白カラサル影響アリ且名称ヲ簡明ニスル必要上町立ノニ字ヲ削除シ北海

道苫小牧高等女学校 ト改称スルノ適切ナルヲ認ムル所以ナ リ

「北海道苫小牧町立高等女学校名称変更ノ件認可申請」(資料編未所収)

本科変更 しても 「町立 ノニ字 アルカ為生徒募集上面白カラサル影響」があるので設置者

名 を学校名か らはず したい、 というある意味 自虐的な申請である。 しか し今回対象 とした

町立中等学校は、 この苫小牧を先例 とす るかのように、 ことごと く校名か ら設置者名をは

ず している。その一方道庁移管が果たされた とたん、「北海道庁立」 を掲げ ていることから

も 「庁立」の持 つ意味の大き さが うかがわれる。

庁立への 「昇格」へのこだわ りはまた異な った角度から確認す ることもできる。富良野

町は町立高等女学校を道庁に寄附す る際、以下のように自らを拘束す る町会決議をな して

いる。

本町立高等女学校地方費移管二関スル左記事項ヲ承認シ寄附ヲ為スモノトス

記
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第一条 移管 ノ時期ハ之ヲ昭和八年四月一 日トス

第二条 寄附者(甲)ハ 地方費(乙)二 対シ当該学校ノ敷地並二校舎校具設備 ノー切

ヲ無条件ヲ以テ寄附スルモノトス

第三条 北海道庁二於テ現在ノ校地校舎校具及設備中不備若ハ不適当ト認ムル点ハ昭

和八年度中甲二於テ修補整備シ又ハ該費用ヲ乙二寄附スルモノトス

第四条 庁立二移管後二箇年間当該学校二要スル経常費(授 業料其ノ他 ノ収入ヲ控除

シタル金額)ハ 毎年度甲ヨリ乙二対シ寄附スルモノトス

第五条 移管後五箇年以内二於テ学級増加 ノ為敷地ノ狭隆ヲ告ゲ又ハ特異ノ設備ヲ必

要 トスルニ至リタル場合ハ甲ハ乙二対シ其 ノ費用 ノ寄附二応ズルモノトス

第六条 現在教職員及雇人ハ原則 トシテ引継ヲ為ササルコトトシ転退職者ノ待遇二付

テハ甲二於テ適当ノ措置ヲ講スルモ ノトス但北海道庁二於テ引続キ採用ヲ内示シタル

者二就テハ此 ノ限リニ在ラズ

「議決書謄本」(資料編未所収)

設置者変更の際、道は文部省に対 しては、本来であれば道庁が行 うべ き事業 を下級 自治

体 に肩代わ りさせるのは申し訳 ない、 といった温情的立場を示 していたが、そ の一方寄附

者である町に対 しては、 かな りきつい要求をしていた ことがわか る。道庁の要求水準 まで

整備 した上での無条件寄 附のみならず、寄附後 の修繕 費や移管後一定期間の経常費支 出ま

で求めてお り、町は移管後 もしば らくの間経済的負担 を負い続 けている。また当然に教員

の人事権 も失 い、加えて時期によっては、庁立移管によって授業料や入学料が他の庁立学

校 と同額に値上がって しまい保護者の負担が増 えた場合 もあ った。

このよ うに庁立移管 という 「昇格」 に伴 い、町が失 った もの も決して少な くなか った。

しか しその喪失よ りも庁立学校 の獲得 を選択した、 とい う行動か らも強 い庁立志向を看取

できるのである。

ただ、 このように庁立化 を目指 し自治体が絶えず 自らを焚きつけた結果、戦前 までに地

方都市において も、 中等教育の大衆化、 中等教育の機会均等が意識されつつ高等女学校や

中学校 の開設が進められることにな り、戦後の新制高等学校制度がスムーズに定着す る素

地を作 った という評価 も成 り立つであろ う。

5-3戦 後への継承一 今後 の課題

実は戦前の 「庁立」志向は、戦後の 「道立」志向 として引き続 き問題 とできるのではな

いかと報告者は考えている。1952(昭 和28)年 に北海道教育委員会は道立学校 に関す る

規則改正 に際し通達(道 教委告示第58号)を 出しているが、そこでは以下のよ うな表現が

見 られる。
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北海道立の高等学校及び盲学校 ろう学校設置規則外三件の一部を改正す る規則の施行

について(通 達)

…(前 略)… 一般 に地方公共団体 としての北海道が設置す る営造物の名称は、当該営造

物の名称の頭に 「道立」 を冠するのであるが、道立学校 については、昭和二十五年二

月公立高等学校の再編成において、委員会 の方針 によ り、設置者名を表示す ることに

よって起 る学校差観念 を除去す るために 「道立」 を表示 しないこととしたので…(後

略)…

この通達が言 うところの1950(昭 和25)年 の 「委員会 の方針」 につ いては未見である

が、設置者名 を冠 しな いという北海道特有 の公立高校の命名方法は ここに端を発 している。

通達が指摘す る、「道立」はその他 の公立高校よ りも格 上で あるとい う 「学校差観念」は、

戦前の庁立志向 と結びつけて考えることができる。つま り従前、 同じ公立学校であっても

庁立 と非庁立学校は格が違 うとい う考え方が道 内に蔓延 していた ことを認めた上で、道教

委 はそれが戦後に継承 されないよ う歯止 めをかけようとしたのである。

補論でも指摘 しているように、戦後 にな っても市町村立高等学校を北海道立に移管 しよ

うとい う運動は道内各地で見 られた。少な くとも道内では中等教育、 と りわけ義務教育後

の中等教育機 関として適 当な設置主体は市町村ではな く道 であるとい う認識が強か った と

いえよ う。

その意味で戦後の市町村立高等学校が道立移管 され るケー スを検討 していくことは、戦

前戦後の連続性を確認する上で重要な課題 とな る。散見す る限 り、町村立高校では道立に

移 管 された際 にも記念誌な どが発行 され てお り、 これ を 「昇格」 と捉え る気分は根強 く

残 ったのではないかと考え られる。

また本報告の問題は学校段階と公教育 との関係、つま りそれぞれの学校段階の公教育を

どの公的セクターが担 うのがふ さわ しいのか、とい う問題 にもつながる。報告者は1970年

代 の国立医大増設期 において、当初文部省が公立医大の設立を後押 ししようとしたが、県

の利益代表者があ くまで国立医大 に拘泥 したことを指摘 した ことがある4)。市町村が義務

教育、都道府県が後期中等教育、国が高等教育、 とい う公教育 の役割分担の図式は前時代

的な ものとな りつつあるし、公設民営という手法 も珍 しいものはな くな っている。

しか し自治体やその地元住民が相当な経済的負担を負 い開設 した公教育機関を一段高い

(と彼 らが考 えている)行 政主体 に寄附 しこれを託す ることで得ようとしていた安心感 安

定感、そ してブラン ドカとい うものがかな り長 い間 自明の ものとされてきた経緯 について

はなお詳細な検討が加 えられ てしかるべ きであろう。

庁立志向は詰 まるところ、官尊民卑 の表れで ある。 しか しその反省か ら唱え られた民営

化推進論 もすで にその弊害が指摘 されは じめて いる。公教育 を担 う主体 について歴史的な

経験 から考えるとい う手法は迂遠であるが今後 も不可欠な作業であると考え る。
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註

1)例 えば1942(昭 和17)年 度 に開校 した砂川 中学校 の建築計画は 「自昭和十七年度至

二十年度継続事業 ト」 して 「昭和十八年度 ヨ リ」 一部完成 の 「本校舎二於テ授業ス」

るが、それまでは 「砂川国民学校」 に併設 していた 「旧砂川高等女学校」 を仮校舎 と

す るものであったが、文部省は この中学校設置申請 を認可 している。

2)北 海道江別高等学校 『江高五十年史』(1978年 、21頁)。

3)同 上、17頁 。

4)大 谷奨 「教育機 関新設時 における地域負担問題一1970年 代の医大増設期 をもとに」

(『旭川医科大学研究フォーラム』第5巻 第1号 、64頁)。
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皿 補論 学校と設置者 設置費用の負担とその管理

は じめに 「設置者負担主義=管 理主義」 か らの遺漏

学校教育法第5条 の条文、「学校 の設置者は、その設置す る学校 を管理 し、法令に特別 の

定のある場合 を除いては、その学校の経費を負担す る」 は、一般 に設置者管理主義と設置

者負担主義を表 しているといわれ る。設置者が経費を負担す ることはご く当然の ことと受

け止め られてお り、 また経費を負担す るが ゆえ、管理す る権 限と責任が与 えられている、

とい う解釈が成 り立つことにな る。「組織 ・施設の管理者がその運営の責任を持つ ことは当

然の ことであって、 この当然 の原則 を確認的 に規定 した」1)と い う見方である。

しかしこの一見 自明な考 えは、戦前の市町村が団体委任事務 として学校設置 を義務づけ

られ た一方で、市町村 によるその学校の管理は機関委任事務 としての国家的な権限の代行

であ った、 という離齢 を克服 しようとした、戦後教育改革の一つの到達点であった2)。

同時 に、設置者負担主義 と管理者負担主義が 自明とされることで、義務教育学校の整備

を市町村が担 い、中間団体である都道府県が進学率を勘案しなが ら高等学校を配置し、 さ

らに国が高等教育の整備を進める、 という国や 自治体 どうしの役割分担 も違和感な く受容

されてきた といえよ う。

この設置者負担/設 置者管理 の自明性、学校段階ごとの役割分担は長 らく公教育や学校

体系の原理 として安定した地位 を占めて いたのであ った。

しか し近年、 これ らの再考 を求め られ る事態が生 じ始めている。 まず設置者(費 用負担

者)と 管理者(学 校運営者)が 一致しな いよ うな学校が出現 しつつあることがあげ られる。

すでに学校運営協議会制度が発足 しコ ミュニテ ィスクール として各地でその試みが広が り

つつある。 また 日本型チャーター スクールの模索 も続 いてお り、 自治体が設立費用を負担

した学校 を、協議会や公設学校管理法人が運営す る、 という事態が現れてきているのであ

る。 また高等教育 に目を向けると、近年 の国立大学法人の成立や、それ以前か ら積極的に

取 り入れ られてきた公設民営大学 とい う手法によ り、設置者と管理者が異なるという事態

は珍 しくな くな ってきている。

このよ うに、 費用負担者 と管理者 とが一致 しない場合、費用負担者はどの程度管理につ

いて発言す ることが許 され るのだ ろうか。それ とも容啄す ることは一切許されないのだ ろ

うか。 また、学校の設置者が何 らかの事情で変更 された場合、 もともとの設置者(費 用負

担者)は 後 の学校運営 に関して、 どの程度 の期間、 どの程度の レベル まで発言が許 される

のであろうか。従前にも市町村立から県立への移管、 といった設置者が変更 され るような

ケースや、設置者以外の費用負担者 の存在 は往 々にして見 られていたはずであるが、その

移管は発展的、順接的 と受け止め られたためか、あるいは当初の設立者 の意志 も継承 され

るはず とい う善意の解釈ゆえか、 この件については等閑に付 されていたきらいがあ った。

た しか に学校教育法第5条 は、学校設置者が学校管理者であることを規定 しているが、
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例えば県立学校設置に要す る初期費用 を地元市町村や地域住 民が負担 し、県 は設立後 の維

持費用 を担 うといったような事態、 つま り設置者以外 に費用負担者が存在 してお り、初期

費用 と経常費用 の出処が異なっているとい った場合を想定 して いない。 しかもこのように

費用負担者 と設置者がぴ った りとは一致 しな いケースは、例外 として無視す るにはあまり

にも数が多いのである。それは 「高等学校は原則 として都道府県が設置 の主体であ り、そ

の経費は原則として都道府県の負担であるが、新設 の場合 には校舎、敷地施設等 を地元 の

市町村に負担させることが慣例にな っている」3)と いう発言か ら伺えるよ うに、文部官僚

にとっては当た り前のことであ り、取 り立てて問題視すべ き事態ではなか ったのか もしれ

ない。しか し県立高校の設立 に際し 「地元市町村 の援助 を仰ぐのが公然 の秘密」だ ったの

であれば4)、 設置者負担主義が建前論 として機能す ることで、その 「公然の秘密」 がさ ら

に隠蔽される可能性 もある。実際、1960年 代の高等学校増設期 において、全国高等学校長

協会は、「高校施設の新増設 に際し、設置者たる道府県 か ら相当額の地元負担を強要 され る

傾向が最近多 くなって」 きたので、その費用は 「設置者 において全額支弁 し、地元負担 を

強要することのなきよう、強力に行政指導を講 じていただきた」 いと文部省、 自治省 に申

し入れていた5)。

その一方見返 りとして、初期費用を支払 った地域の人々にはその範 囲内でその県立高校

は 「われわれの学校(で もある)」 とい う所有感覚 を持つ ことが暗黙裏に許 され るか もし

れない。問題はその 「われわれが(も)」 応分の負担 をなし、永続するはずであったそ の県

立学校が、県の事情 によ り廃止されるような場合である。むろん県 は自らの財産である県

立学校 を処分する権利を持つわけであるが、その財産 の一部 はもともと地元市町村が寄付

した ものある。 ここに及んで、地域住民が密かに抱いて いた 「われわれの学校」 という意

識がにわかに表出す ることになる。

筆者が在住する北海道では実際に このよ うな事態が生 じつつある。道教育委員会は 「平

成18年 度公立高等学校適正配置計画」 において、道立学校2校 を含む3つ の公立高校の募

集停止 を示した。 この2つ の道立学校は、それぞれ1950年 代 に設立 された町村立の高等学

校を1970年 代の終わ りに道立へ移管 した ものである。このよ うな市町村立学校の道立移管

とい う設置者変更は、学校経費としての初期費用 と経常費用が別々の財源 から支出されて

いるケースとしてよりわか りやすいで あろう。 この場合、町村は道 に高等学校を寄付 した

のであ り、所有権は北海道に移 っている。だ としてもこのよ うなプ ロセスは、地域 の人 々

は、「管理者が道へ と移動 した」 とい う点よ りも 「自分たちの高校が道立にな った」点をま

ず評価するであろう。 したがってすで に廃止 を含 めた管理権限が道 にあるとしても、 この

募集停止をめぐって、なお地元 自治体ではさまざまな議論や存続運動が展 開されて いるの

である6)。

さて、 このよ うな現実に生じている事態 に加え、先述のコミュニテ ィスクールや公設民

営大学 といった新 しい運営手法が一般化 しつつある。 これ らは費用負担者 と運営者の一致

にこだわ らないとい う点 で弾力的であるが、しかし同時にそれは流動的である ことか ら、
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改組.廃 止の頻度は従来型よ りも高 くな ることが予想 される。それ にさきがけて、従来か

らの経験 をここで いったん整理ない し精算 してお くことは意味あることと考えるのである。

ここでは公立学校設置 に際 しての寄付の問題や設置者(費 用負担者)変 更の際生じる問

題 を考 えてみる。それ は従来、設置者負担主義=設 置者管理主義の間隙に埋 もれていた問

題 ともいえるであろう。

以下、筆者が近年収集 している戦前の公立中等学校設立過程 を中心 として、設置者以外

に設置費用負担者が存在 していた事例 を取 り上げ、イニシ ャル コス トとランニングコス ト

を分けて考える ことで、単純な設置者負担主義の発想から漏れ落ちて しま う設置者以外の

費用負担者の存在 にも注 目できること、そのため、設置者負担主義か ら設置者管理主義を

導 く際には慎重さが必要で ある ことを指摘 したいと思 う。

第1節 戦前における中等学校設立費用 の捻出方法

1.自 賄主義 とい う発想

戦前において、 中等学校設立に際 し、地元の郡市町村がその施設設備費の一部 あるいは

全部 を負担す ることは全国的に見て も珍 しいものではなか った7)。北海道において もそれ

は同様で、先発 的に建て られた札幌、函館の一部 の中等学校を除き、1902(明 治35)年

に設置が決 まった上川(現 ・旭川)中 学校以降は、すべて設置費用は地元負担で賄われ る

ことにな った。政府か ら北海道地方費が別枠であてがわれていた とはいえ、道庁 も他府県

同様慢性的な財源不足の状態であった。その一方、小学校就学率の上昇に連動 し、中等学

校へ の進学志向が全国的に高 まりつつあ った。 したが って、地方の教育要求 を伝 える立場

にあ り、 同時に道庁の苦しい財政事情 を知 る立場にあった地方議員か ら、 いずれ、道財政

が苦 しい現状では地方 から学校敷地などの寄付があ って然るべきだ、 とい う発言が出て く

るのは必至であった。 このよ うに、地域 に設立費用を負担させ る財源捻出方法は自賄主義

と呼ばれている。

当初 この自賄主義は、 中学校、高等女学校といった普通教育機関設立の際に適用 されて

いたが、財政状況が好転 しない中で、道庁は実業学校や師範学校 といった他の中等教育機

関にまでこの方針 を拡張 していった。 また、各地域では寄付金 を負担 してで も学校を誘致

しようとす る傾 向が強 く、それは 「中等学校争奪戦」 と表現 されるほどであ り、道 庁 は庁

立学校設立に際し地元 からの寄付は当然、 といった強い態度 をとるようにな る。 これにつ

いては 「看板は道庁が くれて一一切は地方民にや らした」 と批判的な評価が残 されているが、

同時に この表現 は、設置者 と費用負担者が一致 しない状態を端的に示 している8)。

ただ、費用 を負担す ることで、道庁の設置計画 に対 し地元の意向を反映 させた事例があっ

た こともここで指摘 しておきたい。

明治末期、札幌区(当 時は区制)で は中学校進学志望者の増大によ り、札幌中学校 の競

争率が4倍 か ら5倍 とい う入学難 の状態が続 いていた。道庁は長 い間これを放置 して、そ
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の一方で札幌工業学校の設立を計画していた。札幌区民は工業学校の敷地等も寄付するが

その前に同様に寄付をするので第二中学校の設置を優先させるよう道庁に働きかけ、それ

に成功している。庁立学校を誘致したければ寄付を出せという道庁に対し、地域住民は寄

付を出すことで庁立学校設立に際して一定の発言権を得る場合もあった。道庁/地 元住民

の強弱関係や立場の上下関係は微妙であり容易に転換する可能性を持っていた9)。

2.自 賄主義 の一般化

しかし基本的には戦前は自賄主義による中等学校の設立が継続 した。なぜ地元住民は庁

立学校設置のため寄付を寄せたのであろうか。 これは、寄付できるよ うな財政能力が ある

な ら、 自前で中等学校 を設立す る選択肢 もあったのに、なぜそ うしなか ったのか、 という

問題である。その答 えを当時 の道庁長官園田安賢は道 会(1903(明 治36)年11月16日)

で、市町村立 に比べ 「庁立に致 します ると学校の信用 と云 うものが、甚だ違 うそ う」だ、

と代弁している。「学校の信用」 には後ほど述べるような、庁立(戦 後は道立)と いうブ ラ

ン ドカのほか、学校維持の安定性、継続性に対す る 「信用」 も含 まれ ているであろう。

その後、1922(大 正11)年 に道庁か ら示 された 中等学校増設計画諮問 に対 し、道会は

可 とする答 申を示 し、道内には一気に40校 あ まりの中等学校が設置 されることにな った。

ここで も自賄主義が用 いられたのはもはやい うまでもないことである。

しか しこの計画は1924(大 正13)年 、戦後不況 のため計画達成直前に頓挫す る。寄付

によ って庁立 中等学校を設立 して も、そ の維持運営 に要す る財政負担 に道が耐 え られな

かったか らである。そのため、例えばある町では、い ったん町立で中学校を開校 し、数年

後 にその学校 を丸ご と道庁 に寄付する、 とい う手法を使 い庁立 中学校 を獲得 している。 こ

れはそれまで にはない庁立学校設立方法であったが、後に これ も一般化する。

不況による頓挫があったにせよ、 これによって道 内に一定水準の中等学校網が整備 され

た ことは間違いない。 このよ うな 自賄主義 による県立や庁立学校 の設立手法について、 も

う一方の当事者である道府県はどのように自己評価 していたか。 この北海道の中等学校増

設計画を立案 したのは当時 の内務部長服部教一である。彼はまた広 島県在職時 において も

県費の支出なして県立学校の開設 に成功 している。その上で彼は こう述べている。

学校は寄附に依 っても之を建設す る方法が あるので ある。私は嘗て広 島県内務部長の時

に三つの中等学校 を寄附金に依 って建て、又北海道 内務部長の時にも中等学校の大増設を

断行 し…た。此の時は、先づ道会に諮問してその必要なる校数を定め、校舎はその地方 の

寄附金に依 って建築 し、その建築 した校舎の寄 附を道庁が受けることにした。 …学校 の建

設に要す る臨時費は斯の如 く寄 附に依 ってでも出来るのである10)。

これ を読む限 り、道府県の施設整備 に際 し、市町村 に費用負担させる ことについて服部

は特に疑問を持 っていないよ うであ り、 むしろ自賛的である。
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彼が もしこの方法を、市町村 の協力を求めなが ら県(庁)立 学校を設立す るうまい手法

である、 と認識 していたとすれば、 これは戦後 の国公立学校の設立方法の背後にある考え

方 に通 じて いることになる。

3.自 賄主義の応用態

さ らに、昭和期 にはいると自賄主義は新 たな展開を見せ る。道内では都市部 と地方中核

地におけ る男子中等学校の整備がほぼ完了し、それ に続いて女子 中等学校の整備が課題と

な っていた。女子の場合、保護者が都市部の学校に下宿通学や汽車通学 させることをため

らったため、比較的規模の小さい町村で も地元女子 中等学校の設置 を求める声が強かった

のである。

この要求に実科高等女学校(以 下、実科高女)制 度が対応 した。実科高女は小学校 に併

設することができたなど、通常の高等女学校(以 下、本科高女)に 比べ簡便に設置す るこ

とが可能であ っため、大正末期か ら道 内各地では まず町立実科高女 の設立が進んでいった。

しか し多 くの実科高女は、開設後数年経つ と本科への組織変更 を申請する。その変更の際

には実科 とい う名称が忌避 され、上位学校 との接続が悪 いので不人気であるか ら、 といっ

た理 由が掲げ られて いるが、既設実家高女の前例 を見れば、 このよ うな事態 になることは

当然承知できるので、 これ らは形式上の理 由でしかない。実際には本科高女への組織変更

申請は、高女を設けるための敷地確保 と単独校舎設立の 目処が立 ったことを示 している。

つま り、さしあた り高等小学校 に併設できる実科高女 を(不 人気で あるないに関わ らず)

立ち上げてお き、町財政が整 った段階で独立校舎 を建て これを本科に変更す る、 という手

法が既定路線 とな ってお り、多 くの町立高等女学校で共有 されていたのであ った。

共有 されて いたのはそれだけにとどまらない。本科変更 をした町立高女は例外な くこれ

を道庁 に寄付 している。時間の長短が あ り、 また場合 によっては本科変更する以前に戦後

を迎えた町立実科高女 もまた数多いが、町立女子中等教育機関にとって最終 目標が庁立化

にあ った ことは明 白であろう。つま り大正期 までに見たよ うな敷地や校舎の提供ではな く、

自力で立 ち上げて運営 した学校そのものを、一定の学校経営 の成果 を含 めて寄付する、 と

いう形で庁立学校 を獲得 しよ うとしたのである。

独立校舎が不要な実科高女の設立、単独校舎 を設けて本科へ組織変更、その上で一切 を

道 に寄付 して庁立化を図る、 という自治体 にとっては当面乗 り越えねばな らない課題が小

出し小出しに常 に眼前に提示 されていることで、一定水準の動機付けを持続す ることが可

能 となる。一方道庁 としては、校舎の堅牢 さや校具の充実度 といった一定の基準を満たさ

なければ移管の 申し出を受け容れない、 という選択肢を持つ ことで、オーソ ドックスな自

賄主義よ りは、よ り完成度の高い庁立学校 を初期 費用なしに増設する ことが可能 とな る点

で巧妙である。

この寄付 に際 しての条件 も道庁 にとっては相当有利であった。例えば、庁立 に移管 して

も経常費は2年 間、町が これを寄付すること、5年 間は増設等が必要になった場合に要する
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費用を町が寄付す ること、などが明記されていた。

庁立学校 開設に要する初期費用を地元 に負担 させる、 とい う初期の 自賄主義 に対 し、庁

立学校 として受領す るに値する水準の学校を設立運営 させて、その寄付 を受け容れる、換

言すれば、地元が設置 した中等学校 の完成度が高ければ それ を庁立学校 として公認(移 管)

してい く、 とい う点で以前に比べよ り精錬された 自賄主義の形態であるといえよ う。

この手法は戦中期に設置 されたい くつかの町立中学校を庁立化する際にも確認すること

ができる。そ こに高女 の経験が生かされていると推測す ることは容易であろ う。

しか し市町村が寄付金を納 め庁立学校を呼び込 もうとした り、町立学校 を庁立に移管 し

ようとする姿 勢は明治 か ら一貫 している。 同じ公立 中等学校 でも県(庁)立 の方が地方

(市町村)立 よ りも格(あ るいは正統性)が 高い、という社会的雰囲気の反映である。 この

雰囲気は戦後 に持 ち越 されることにな る。

第2節 戦後への継承 新制高校 と寄付(移 管)問 題

新制高校新設に際し、その是非は ともか く敷地や建築費 を地元寄付に求めるのは慣例で

ある、という認識があったことはすでに述べた。それに加え道 内では、市町村立高等学校

を道に移管す る、という道立高等学校 の設立手法 も頻繁に確認される。戦前の自賄主義は

明 らかに戦後 に継承 されているといってよい。

この寄付による道立高等学校 の設置方法については、すでに新制高校発足時か ら移管 ま

での道筋がかな り詳細に示 されて いたので、概説 してお く。 まず 「市町村立高等学校 を道

に移管す るときの基準」(1952(昭 和27)年 道教委告示58号)で 、「募集学級数は二学級以

上で」「通常 の課程設置後三年経過 していること」が移管の条件 となっていることか ら、市

町村は1学 年2ク ラスの全 日制高校 を運営 している必要がある。 しかし 「市町村立高等学

校(通 常の課程)の 設置認可方針」(同年告示53号)に よれば、市町村立全 日制高校 の設立

が認可 され るためには 「すでに定時制高等学校が設置 されて」いなければな らない。 さら

に道庁は市町村立定時制高校 を、独立校地と校舎を完備 している第一種高等学校と、小中

学校校舎を併用している第二種高等学校に分類する(「 市町村立高等学校(定 時制の課程)

の設置認可方針臨時特例」(1953(昭 和28)年 告示26号))。

裏返せば、市町村はまず単独校舎が不要な定時制 の第二種高等学校を設け、独立校舎を

設立す ることで これを第一種高等学校 に昇格 させてか ら、 これ を全 日制課程 に変更す る。

ここまでを単独事業として達成できなければ、市町村立高等学校 の道立への移管 もできな

い仕組みにな っていた。単独施設が不要な実科高女か ら本科高女へ組織変更 してこれを道

に寄付する、という戦前の方法 と構造ははとんど変わ らない。

もちろん第二種高校制度 によ って、市町村立高校発足時 に要す る費用は大幅に軽減 され

るため、地方への高校教育 の普及に寄与す るところは大 きか ったであろ うが、市町村立 を

ルーツとす る道立高校 の学校史はほぼ例外な く、道立移管 に尽 力した ことを伝 えてお り、
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その移管を 「昇格」 と記述 して いる。

市町村の財政能力に応 じ徐 々に高等学校 としての体裁を整 えるようなルー トが設けられ

ていたことで、副次機能であった として も、 これによって道が完成度の高 い高校を初期投

資なしで獲得で きた側面は否定できな いであろう。

学校 として完成済み の高校が移管 された場合、道 にとって設置者負担 とは、以降の維持

費を支出することであるか もしれない。 しかし高校 を差 し出した地元にしてみれば 以前

の設立費用は負担 したのであるか ら、 自分たちを費用負担者 の一員 と認識 してもおかしく

ない。加えて道庁 は道立移管の条件 として 「学校 の施設、設備並びに教職員の住宅」 を 「無

償で道 に寄附す ること」 に加 え、「移管後一年間は、経常費の才出及び才入の差額を道 に寄

附すること」 を明記してお り、短期間 とはいえ道立高校 となった後 も、地元は経常費の一

部を負担するのである。道立高校設置の費用負担者であるという市町村 の自己認識はます

ます強 まることになる。

全 日制市町村立高等学校設置の認可条件 として道庁は 「将来 とも学校 を維持できる財政

力を有す ること」 としていた。道立移管は市町村がさらに安定的に自分た ちの高等 「学校

を維持できる」 ように選択 した行動 と考えることもできる。 この場合、た とえ明瞭な約束

がなかったとして も、寄付と引き換 えに高校の永続的な維持が約束 された と市町村が認識

していたな らば どうなるであろうか。

第3節 気持 ちとしての寄付/財 源 としての寄付

その暗黙の了解 は地域住 民の幻想 に過ぎなか ったことが、今北海道では露わとなってい

る。 この先少子化や都市部への人 口の集中が収ま らなければ、小規模道立高校の廃校は さ

らに進んでい くであろう。道立学校再編の判断は設置者であ り管理者である北海道がすべ

き問題で あることは、学校教育法第5条 か ら見 て当然で ある。 しか し繰 り返 しになるが、

設置の際の初期費用 については市町村が一部 または全部を負担 しているのであ り、設置者

管理主義 と対 になる設置者負担主義は、厳密 にいえばその時点ですでに破綻しているので

ある。

むろん、地域住 民は 自分 たちの学校の安定的な維持運営 を望んだだけではなか った。本

稿冒頭で、戦前における北海道民の庁立志 向を道庁長官が代弁 していることについて言及

しておいた。市町村立 よりは北海道庁立、 という発想は単純化すれば一種のブラン ド志向

であ り、だか らこそ庁立移管は しば しば 「昇格」 と表現 されてきたのである。

この発想 も戦後 に継承 された。北海道では道立であって も、高校名に 「北海道立」 と冠

す ることをせず単に 「北海道 ロロ高等学校」 としている。 これは新制高校発足当初に道教

委が 「設置者を表示する ことによって起 こる学校差観念を除去す るために 『道立』 を表示

しないこととした」(道教委通達1952(昭 和27)年 数第109号)た めである。しか し以降も

道立移管が 「昇格」 と表現 されていることか ら、その 「学校差観念」が容易に払拭 されな
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か った ことも同時に理解 され る。寄付金の収集や市町村立高校それ 自体の寄付は、道立高

校を誘致す るための呼び水であったとい う側面 も否定できない。

しか しそれでもなお、道立学校 を要求す る気持 ちを北海道は結果的に利用 したことにな

るのではないか、という指摘はできるはずである。誘致 したいという気持 ちがあるのな ら、

それを形にして くれ ませんか と投げかければ、そ の気持 ちに対応す るだけの寄付は集 まる

であろ う。 しか し設置者が受け取 るのは、その気持ちではな く、集 め られたカネや提供 さ

れた敷地校舎 といったモ ノの方である。

本稿ではこれ を都道府県 と市町村(地 域住民)と の関係の問題 として考 えてきたが、国

(官)立 高等教育機関設置 に際 しての、国 と地方 自治体 について もほぼ同様 のことを指摘す

ることが できる。戦後 に限 ってみて も、1960年 代の高専発足や70年 代 の医大増設の際、

国立施設 の設置であるにもかかわ らず、 国が相 当の経済的負担を自治体や地域住民に求 め

たため、国会で大きな議論 を呼んだ。 また新制大学発足後、い くつかの県立大学が国に寄

付 されて国立大学に編入されていった。国は当時、受益者負担主義を掲げ ることで これに

関わ る論議 をク リアしようとした。 また国会議員の中には、た しかに市町村が小中学校、

都道府県が高等学校、国が大学、 といった役割分担 はあるが、国は国で義務教育国庫負担

をしているのであるか ら、地方 自治体や地域住 民が 国立学校設置に経済的支援 をして も、

これは相互協力として許 され るのではないか とい う 「卓見」 を展 開する者 もいた'1)。

しか し受益者負担論の場合、それがどのような利益なのかは問われても、それ をいつま

で享受で きるのかという有効期限が問題 とされ ることは滅多にな い。 国と地方 自治体 の相

互協力論に至 っては、それが持ち出 され るのは設立当初であ り、道立高校の場合 と同様 に

協力する気持 ちは国に渡 った時点で、 カネやモノに変換 され ている。 しか しそのよ うな問

題は、協力の結果できあが った営造物が存続 され る限 りは問題 とはな らない。む しろ存続

を自明としていたか らこそ問題 として見えて くることがなかった というべきであろう。

私たちは営造物 としての学校の安定性や継続性 をあまり疑 うことをしてこなかった。 し

か し再三述べたことだが、道立高校 の廃止 に見 られ るよ うに今まで安定的 と思われていた

公立高校 の再編が始 ま り、その一方で新 しいタイプの学校は、最初か ら改廃の可能性 を内

包して運営 され る。安定性や継続性 を期待 して初期費用 を支払った という 「行為」 や 「気

持 ち」 は今後 どう扱われ ていくことになるのであろうか。

問題は、学校設置費用 にはイニシ ャル コス トとランニ ングコス トが あ り、往 々にして設

置者はイニシャル コス トを別 のものに負担 させてきたこと、 という事実について無頓着で

あった ことである。歴史的に見て も、公教育体系全体で見 ても、設置者よ り下位 の自治体

や地域住民が寄付 をす る、 ということがあたか も当然であるかのように制度化 されていた、

とい う事実にもう一度 目を向ける必要があると考 える。
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1)鈴 木勲 『逐条学校教育法』(学陽書房、1980年 、63頁)。

2)井 深雄二 『近代 日本教育費政策史』(勤草書房、2004年 、362-398貢)。

3)内 藤誉三郎 『教育財政』誠文堂新光社、1950年 、89頁 。

4)岡 山県教育委員会 『岡山県教育史(昭 和三十一年～五十年)』1991年 、182貢 。

5)全 国高等学校長協会 『全国高等学校長協会30年 史年表資料編』1980年 、72貢 。

6)「 存続 か統廃合か…中札内高校の行方」(『広報なか さつない』590号 、2005年6月 、6

-7貢) 。「北海道教育庁 が 『中頓別農業高等学校 生徒募集停止』の最終的な考 えを提

示」(『中頓別町広報』561号 、2005年5月 、6貢)。

7)山 谷幸 司 「1920年 代における中等教育拡張 の政治過程」(中等教育史研究会 『中等教

育史研究』第8号 、2000年 、31貢)。

8)上 畠彦蔵 『道政七十年』報文社 出版部、1941年 、61貢 。

9)拙 稿 「明治末期の北海道における中等学校整備政策 とその実施過程」(日本教育制度学

会 『教育制度学研究』第8号 、2001年 、166-179頁)。

10)「 日本教育の改革(二)」(『 教育時論』1497号 、1927年 、9貢)。

11)医 大新設時 における地域負担の問題 については、拙稿 「教育機 関新設時 における地域

負担問題 一1970年 代の医大増設期 をもとに」(『旭川 医科大学研 究フォーラム』第5巻

第1号 、2004年 、59-66頁)を 参照 され たい。

付記:本 稿の執筆 に際しては、2003～2005年 度科学研究 費補助金基盤研究(C)「 戦間期 日

本 におけ る公立 中等学校 の 『昇格』 問題」(課題番号:15530523)の 研究成果 の一

部 を用いた。
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IV資 料編 「設置廃止(位 置変更、改称)

に関す る許認可文書」(抜粋)

1.富 良野 高 等女 学校(3A10-13-1838)

(1)実 科高等女学校の設立

富良野町は北海道の中心部に位置し、実科高女設立 の機運が高まる大正末期 には、人 ロ

ー万人を越える地方都市を形成 しつつあ った。1926(大 正15)年2月 に富良野町長か ら

北海道庁を経 由して実科高等女学校設立 申請書が文部省に提 出されて いる。

その調書 によれば、尋常小学校卒業 を入学資格とす る1学 年50名 、修業年限4力 年の実

科高女を富良野尋常高等小学校 に併設する、 とい う計画であった。

実科高女 を設立する理 由については、「実科高等女学校併設二関スル調書」で述べ られ て

いる。

1-1

実科高等女学校併設二関スル調書

一、本町ハ北海道 ノ中央二位シ根室線富良野線ノ分岐点ナリ戸数二千二百二十五戸人ロ
ー万九百三十八人ヲ算シ旭川滝川帯広間二於ケル唯一 ノ都会ニシテ諸官衙工場等 ノ集中

地点トナリ物質ノ集散地タリ…(中略)… 本町ノ前途洋々タルモノアリ

二、本町ハ尋常高等小学校一、尋常小学校七ヲ有シ内下富良野市街地ハ戸数千百三十六

戸人口五千九百九十八人ニシテ年々尋常小学校ヲ卒業スルモノ女子約百三四十名二上 リ

高等普通教育ヲ受ケントスルモノ亦多数アリト錐本町其施設ナク概ネ遠隔都市ニアルヲ
ママ

以テ上流資産家ニアラサル限リ多大 ノ学資ヲ供給シ得サルハ勿論多数入学希望者アル干

係上入学ヲ拒否セラルル等殊二女子ヲシテ父母ノ膝下ヲ離レ遠ク笈ヲ負フハ寒心二堪ヘ

ザル所ナリ故二本町ハ大二女子教育機関ノ必要ノ必要ヲ感シ大正九年以来女子実業補習

学校ヲ設置シ現在二継続シツツアリテ相当多額ノ経費ヲ投セル割合二其ノ成績ノ挙ラサ

ルハ実二補習学校ノ名目及教科程度 ノ高等普通教育ニアラサルニ帰スヘク斯クテハ其効

果ヲ永遠二認メ得ラレサルヲ以テ本町ハ町勢ノ発展 ト時代 ノ進歩二順応シ藪二実科高等

女学校ヲ併設シテ女子教育ノ振興ヲ企図シー面他 ノ都市二憧憬スル子女ヲ収容シテ家庭

的二経済的二普遍的二実科 ト学科 トヲ兼備セル高等普通教育ヲ施サント然シテ之力認可

ノ暁ハ独 リ本町ノミナラス上富良野町落合間及芦別本町間ノ各村落ハ汽車便ニヨリ通学

シ得テ頗ル幸福 ノ事ナリトス

三、本町最近三ヶ年間ノ尋常小学校並二高等小学校女子卒業者数ハ別紙調書ノ如クニシ

テ高等普通教育ヲ受ケントスルモノ亦多数ニシテ附近町村亦多数ノ卒業者アリテ地位ノ

関係上及他二教育機関ナキノ為メ予定ノ収容人員ヲ超過スルハ自明ノ理ニシテ亦本町之
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力併設ヲ適当トスルハ自他倶二認ムル所ナリ

…(中 略)…

十、本町町勢ハ近年長足ノ進歩発展二伴ヒ幾多ノ施設経営スヘキ事業アリト錐特二実科

高等女学校ノ併設ハ最緊急事ナ リトス町経費ノ負担バー戸平均年額三十八円八十五銭ニ

シテ此内教育費ノー戸平均額ハニ十四円七十二銭ニシテ尚此上二増加スル トモ決シテ町

民ノ負担之二堪ヘス トスル所ニアラスシテ未タ前途二其余裕アルモノトス

十一、現在女子実業補習学校ハ本校認可ノ上ハ之ヲ廃校スル見込ナルヲ以テ大正十五年

度ノ予算二計上セス従テ在学生ノ処置二付テハ其学力ヲ考査シ別表 ノ如ク現在第一学年

生ヲ本科二年生二第二学年生ヲ本科第三学年二入学セシメ尚若干ノ補欠募集ヲ試ミテ第

二学級ヲ編成スルモノトス…

町の発展に伴 い、人口が増加 し就学児童数 も増えるにつれ、義務教育後教育への関心が

高 まって くる。既存の実業補習学校 はその要望 に対応できないので、実科高等女学校を設

立する、 とい う論の流れ となっている。

その際、実科高等女学校の特徴を、「実科 ト(普 通)学 科 トヲ兼備」 していると捉え、地

に足の着 いた女子高等普通教育機関として捉 えていることには注 目しておきたい。

この申請に対 し、文部省は同年3月 にこれ を認可す る指令、告示および以下 のよ うな通

牒 を起案 している。

1-2

富良野実科高等女学校設置ノ件通牒

二月二十四日内教第五七二号ヲ以テ御進達 ノ標記 ノ件別紙 ノ通指令相成 リシ処右ハ左記

事項ヲ条件 トシテ詮議セラレタルニ付其旨御示達 ノ上実行方充分御督励相成度

追テ現在ノ実業補習学校生徒ヲ全校二編入 ノ場合ハ貴庁吏員立会 ノ上試験施行セシメラ

レ試験問題並成績御報告相成度尚学則制定 ノ上ハ速ニー部本省宛送付セシメラレ度

年 月 日 局長

北海道庁長官宛

記

一、全校教員俸給額ハ寡少ナルヲ以テ少クトモー人平均月額八十五円以上ノ割合ヲ以テ

教員法定数四人分ノ金額二達スル様追加更正シ速二本省二報告スルコト
ー・、全校々医ハ小学校々医ヲシテ兼ネシムル トスルモ全校予算二相当額 ノ手当ヲ計上ス
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ルコ ト
ー、予定通校舎 ノ増築 ヲ実行スル コ ト

(2)本 科への組織変更

1932(昭 和7)年 度 に至 り、道庁は文部省に対 し富良野実科高等女学校 の位置変更を申

請している。

1-3

学第一〇号

昭和七年三月三十一 日

北海道庁長官佐上信一

文部大 臣鳩 山一郎殿

富良野実科高等女学校位置変更二関スル件

管下富良野町立実科高等女学校ハ大正十五年三月富良野尋常高等小学校二併設ノ件御認

可相成候処今回富良野町第一区西一線三番地 ノー(五 千八百坪)二 位置ヲ変更シ既設建

物ヲ充用シテ独立校舎 トナシ女子教育 ノ充実向上ヲ計ラントスルモノニ有之新敷地ハ高

燥ニシテ平坦教育上衛生上好適ノ地二有之候条御詮議相成度別紙調書相添此段申請候也

つまり富良野町は独立校舎を設立したのであった。同時に町は実科高女の本科高等女学

校への組織変更も申請する。これは単独校舎が完成したため本科変更を申請したと言って

よいであろう。組織変更に関する調書は以下のようである。

1-4

高等女学校設置調書

、名称 富良野高等女学校

、修業年限 四箇年

、生徒定員 二百名

、組織変更年月日 昭和七年四月一 日

、経費及維持 ノ方法

昭和六年度富良野町歳入歳出予算書並昭和七年度予算予算表添付(略)

、授業料 従来ノ月額三円ヲ其 ノ侭踏襲シ変更セサルモノトス
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高等女学校二組織変更理由書

本町ハ北海道ノ中央二位シ根室線富良野線 ノ分岐点ナリ戸数二千五百戸人ロー万四千五

百人ヲ算シ旭川滝川帯広間二於ケル唯一・ノ都会ニシテ諸官衙工場等ノ集中地点 トナリ物

質ノ集散地タリ…(中略)… 前途誠二洋々タル ノ状況ニアリ

如斯町勢ノ発展ハ年次急速 ノ度ヲ示シ是二伴ヒ教育機関就中女子普通高等教育機関ノ設

置ヲ要望スルコト年 ト共二進展スル ノ状勢二至リシテ以テ去大正十五年三月十二日高等

女学校令二依ル実科高等女学校ヲ設置シタリ

爾来今 日迄満六箇年ヲ閲シ校風夙二揚 リ生徒数愈々増加ノ趨勢二至 リシテ以テ更二高等

女学校二組織変更ノ上社会 ノ要望二副へ女子教育ノ振興ニー段ノ新機軸ヲ図ラム トスル

モノニシテ今其ノ主ナル理由ヲ挙クレハ次 ノ如シ

(一)本 校開校以来当町及隣接各町村ノ女子教育二対スル向学心ハ益 々高潮シー般女子

トシテ高等普通教育ヲ受ケムトスルモノ愈々多キヲ加へ同時二時勢ノ進運二伴ヒ従来ノ

実科ノミヲ以テハ到底満足スルニ至ラサル状況 トナレリ

(二)一 般実科 ノ名称ヲ喜ハサル ノ傾向漸次濃厚 トナ リ為メニ当町二女子教養機関アル

ニ拘ラス尚ホ他地方高等女学校二走ル者増加 ノ傾向ヲ辿 リ為メニ入学生募集上相当困難

ヲ感スルニ至レリ…(中略)…

(三)実 科高等女学校ニテハ在学中諸般ノ事情ニヨリ転校 ノ余儀ナキ場合二遭遇シタル

際現在 ノ侭ニテハ他女学校 トノ連絡上甚タ不便ナルコト

(四)実 科高等女学校ヨリ更二向学心ノ為メ上級学校二志願スル者年次増加ノ傾向ニア

ルモ現在 ノ組織ニテハ高等女学校二比シ特典二相違アルコト

以上ノ各項ノ実情ヨリ考察シテ藪二時勢二順応セシムル方法ヲトリ高等女学校二組織変

更ヲ為サムトスル所以ナリ

実科高等女学校の 「校風夙二揚リ生徒数愈々増加」とは言 うものの、実態として実科ゆ

えに 「当町二女子教養機関アルニ拘ラス尚ホ他地方高等女学校二走ル者増加ノ傾向ヲ辿リ

為メニ入学生募集上相当困難」であることが表明されている。

また転校上の都合、進学の際のデ メリットも指摘されているが、これらは実科高等女学

校の設立の際すでに認識されておいて然るべきものである。

法令上本科高等女学校は独立校舎が必須であった。単独校舎の設立と本科変更申請が

セ ットになっている点で、結局実科高女の開設は独立校舎を持つまでの暫定的措置でも

あったと理解することができるのである。

(3)設 置者変更

1933(昭 和8)年3月 、北海道庁 は江別高女、池 田高女、(帯広町立)姉 妹高女、富良野

高女の4校 を庁立 に移管す るための費用負担者変更 申請 を行 っている。道庁が文部省に示
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した理由書については、江別高等女学校 の項で取 り上げ るが、富 良野町か ら道庁への寄 附

願は以下 のよ うな ものであった(3A10-13-1838の 江別高等女学校 の綴 りにあ り)。

1-5

(写)

寄附願
一、町立富良野高等女学校 々地

所在 空知郡富良野第一区西一線三番地 ノー
一町九段三畝十歩(五 千八百坪)

二、町立富良野高等女学校々舎其他

所在 前記地内

本校舎 五百九十七坪三合

御真影奉安所 石造一棟

住宅 二十九坪二合五勺

三、町立富良野高等女学校々具設備
一・切

四、現在ノ校地、校舎、校具及設備中不備若ハ不適当ナル場合之ヲ修補整備シ又ハ該費用

五、庁立二移管後二ヶ年当該学校二要スル経常費(授 業料其ノ他ノ収入ヲ控除シタル金額)

六、庁立移管後五ヶ年以内二於テ学級増加 ノ為敷地ノ狭rヲ 告ゲ又ハ特異ノ設備ヲ要ス

ルニ至リタル場合二要スル費用

右本町立高等女学校 ノ北海道地方費移管二伴ヒ寄附致度候条御採納相成度町会議決書相

添へ奉願候也

昭和八年二月六日

富良野町長 松崎品治郎

北海道庁長官 佐上信一殿

添付 している町会議決書謄本には、上の条件に加え 「現任教職員及傭人ハ原則 トシテ 引継

ヲ為サザルコ トトシ転退職者 ノ待遇二付キテハ 甲(寄 附者、 つま り富良野町 ・筆者註)二

於テ適当ノ措置 ヲ講スルモ ノ トス但北海道庁二於テ引続キ採用 ヲ内示 シタル者二就テハ此

ノ限 リニ在 ラズ」 とある。全体的 にみて、寄附する方 の立場が弱かった ことは明 らか と言

える。

同時に庁立移管 を果たした江別、姉妹、池 田もま った く同様の寄 附条件であった。
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2.江 別 高等 女 学校(3A10-13-1838)

(1)実 科高等女学校の設立

江別は札幌の隣に位置し、屯田兵村などを中核として形成された地域である。1916(大 正

5)年 に町制が布 かれている。昭和に入り、人 口1万7千 人を抱えた江別は、実科高等女学校

の設立を申請する(1929(昭 和4)年2月21日)。 その理 由については、設立調書に詳しい。

2-1

実科高等女学校併設二関スル調書

一、本町ハ北海道札幌市ヲ距ル十三里半函館本線札幌岩見沢ノ中間二位シ広表十二方里

余戸数三千三百十戸人ロー万七千四百人ヲ算シ江別市街地ハ其ノ中央二在 リ石狩川、江

別川自然ノ水利 ト更二私設鉄道ノ便ニヨリ隣村当別村 ノ物資ヲ集メ近村新篠津、月形、

篠路、幌向、長沼、広島、千歳、恵庭ノ各村ヨリ集散スル農産百貨ノ輻hX賑 ヲ極メ移

出入貨物実二五十万頓二達ス又富士製紙株式会社ノ大工場其ノ他ノ工場アリテ其ノ数十

四、職工一千二百余人工産総額一千万円二達ス

江別市街地及之二隣接スル工場地帯ヲ除ク他ハ純然タル農村部落ヲ形成シ農耕地七千町

歩ヲ擁シ着実ナル混同農業ヲ経営シ農家戸数一千戸生産年額百三十万円二達シ石狩川治

水工事ノ進捗 ト共二将来更ニー万町歩ノ農耕地開発セラルベク実二前途洋々タルモノア

リ…(中略)…

二、本町ハ尋常高等小学校二、尋常小学校八ヲ有シ本年更二分校ニヨリ尋常小学校一ヲ

増サントス(尋 常校八 ノ内分教場一ヲ含ム)

而シテ年々尋常小学校ヲ卒業スルモノ女子約二百二十余名二上 リ高等普通教育ヲ受ケン

トスルモノ亦タ多数ナ リ然レドモ本町二其ノ施設ナク札幌市又ハ遠隔都市二寄宿又ハ汽

車通学ニヨリ在学中ノ者百余名ヲ算スルモ多大ノ学資ヲ要シ中産階級以下二於テハ負担

甚タ困難ナル ノミナラス近時一般都市二於ケル入学希望者著シク増加シ従テ定員ノ関係

上入学ヲ拒否セラルルモノ亦少シトセスー面世相ハ女子ヲシテ家庭ヲ離レ若クハ遠ク汽

車通学ニヨリ勉学セシムルハ家庭 ノ憂慮甚大ナルモノアリ故二本町ハ大正九年是等情勢

二鑑 ミ女子実業補習学校ヲ小学校二附設シ爾来今 日マテ継続シ相当多額ノ経費ヲ投シ努

力ヲ加ヘツツアルト錐モー般ノ情勢ハ補習教育ヲ以テ到底満足スベクモアラス高等普通

教育ヲ要望スルヤ切ナルモノアリ

藪二於テ本町ハ町勢ノ進展 ト時代ノ趨勢二順応シ本町ノ中心地タル江別尋常高等小学校

二実科高等女学校 ヲ併設シ女子教育ノ振興ヲ企図スル ト共二都市二憧憬スル子女ヲ収容

シテ家庭的二普ク斯ク階級ヲ通シ経済的二地方之実情二適合セル実科 ト学科ヲ兼備セル

所謂公式ナル高等普通教育ヲ施サン トス然シテ之力認可ノ上ハ独 リ本町ノ発展福利二止

ラス隣接町村女子ノ通学又自ラ其ノ途ヲ得社会文化ノ進展二貢献スルモノ蓋シ大ナルヲ

信ス

三、本町最近三ヶ年二於ケル尋常小学校並二高等小学校ノ女子卒業者数ハ別紙調書ノ如
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クニシテ高等普通教育ヲ受ケントスルモノ亦多数二上 リ且ツ本町ト密接ノ関係アリテ他

二通学不能ナル当別、幌向、新篠津 ノ三村亦本町ト同数以上ノ卒業者アリテ地理的関係

上他二教育機関ナキ為メ予定ノ収容人員ヲ超過スヘキハ自明ノ理ニシテ本町二之力併設

ヲ適当トスルハー般ノ認ムル ト同時二期待スル所ナリトス…(中略)…

六、別紙図面第三号二示ス如ク小学校四十二教室中前面十二学級ハ昭和四年度直チニ江

別第三尋常小学校 ヲ新設分離セントシ既二予算ヲ議定シテ手続中ナルヲ以テ本校舎ハ半

年ヲ経スシテ本校二充当スルヲ得ルト共二特別教(育)室 、職員室及年次増加スヘキ教

室二使用スルモ尚余裕ヲ存スルヲ以テ小学校 トシテ必要ナル特別教室二充テ徹底シタル

義務教育ノ向上ヲ期スル ト共二本校 ノ完成ヲ期セリ…(中略)…

九、現在実業補習学校規程ニヨル江別裁縫女学校ハ本校認可ノ上ハ之ヲ廃校スル見込ナ

ルヲ以テ昭和四年度予算二計上セス従テ在学生ノ処置二就テハ其ノ学力ヲ考査シ本科第

二学年二入学セシメ尚若干ノ補欠募集ヲ試ミ編成スルモ ノトス

中等教育 の需要が高まっているが、女子 の場合札幌や岩見沢の高等女学校 に汽車通学 さ

せ ることに躊躇 している状況が推察され る。 また、義務教育後教育機関 として、実業補習

学校である裁縫女学校を運営 しているが、正規の中等教育機 関として実科高女 を設立 した

い、 という論調である。 また ここで も、実科高女の利点 として 「家庭的二普ク斯 ク階級 ヲ

通シ経済的二地方之実情二適合セル実科 ト学科 ヲ兼備」 していることがあげ られている。

これに対す る指令案、告示案等は3月11日 に起案 されてお り、速いテ ンポで認可手続 き

が進め られたことが伺える。通牒案は以下のよ うな ものである。

●

2-2

〔通牒案〕

案 ノ四

年 月 日

〔普通学務〕局長

北海道庁長官宛

三月六日学教第四七九号ヲ以テ御進達 ノ標記 ノ件別紙 ノ通リ指令相成タル処右ハ左記事

項ヲ遂行スルコトヲ条件 トシテ詮議相成タル次第二付此旨御示達ノ上可然御督励相成度

追テ裁縫女学校生徒ヲ実科高等女学校二編入検定ノ際ハ貴庁吏員ヲ立会ハシメ其ノ問題

及成績ヲ送付セシメタレ度

一、小学校々舎ハ必ズ予定通 リ建築 ヲナシ ソノ移転後 ハ実科高等女学校 々舎 トシテ充分

設備 ヲ行 フコ ト

ニ、教具、備品 ノ充実 ヲバカルコ ト
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教員組織ヲ改善スル コ ト

四、校医 ノ手当ハ将来相 当増額 スル コト

監視付きであったとはいえ既存の実業補習学校か らの編入が認 められていたことが注 目

され る。

(2)本 科への組織変更

江別実科高女は開校直後の同年5月 、早 くも学校の位置変更 を申請 している。 申請書 に

は独立校舎設置の見込みが立 ったと述べ られているが、財源に疑問をもった文部省は、以

下 のよ うな照会 をかけたようである。

2-3

昭和四年一一・月二六 日起案

〔照会〕案

年 月 日

〔普通学務〕局長

北海道庁長官宛

実科高等女学校位置変更二関スル件

十一月十四日学教大三八〇号ヲ以テ標記 ノ件御進達ノ処右位置変更二要スル費用八万二

百七十九円二関スル財源等詳細承知致度

これに対する北海道庁と江別町の回答は以下の通りである。

2-4

学教第三〇四七号

昭和四年一二月一八 日

北海道庁長官池田秀夫

文部省普通学務局長殿

実科高等女学校位置変更二関スル件

十一月二十九日北普六八号ヲ以テ御照会相成候標記ノ件別紙及送附候也

〔札幌郡江別町役場箋〕

財源調書
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一 金八万二百七十九円 設置二要スル総額

内訳

金一万三千二百七十九円 一般町費並二指定寄附金

金三万二千円 中等学校設置積立金繰入

金三万五千円 基本財産運用繰入

計金八万二百七十九円

説明
一、町費並二寄附金一三、二七九円中指定寄附金ハ敷地買収並二設備費二対シ現金又ハ

備品ヲ以テ寄附ヲ受クル見込ニシテ総額九、○一二円ヲ予定セルモノトス内既二敷地買

収二対シ六、○一二円ノ寄附収入ヲ見残額三、○○○円ハ校舎新築施行二伴 ヒ富士製紙

株式会社其ノ他ノ法人並二個人ニヨリ設備費二対シ寄附ヲ受クル見込ニシテ収入確実ナ

ルモノトス

次ニー般町費四、○○○円ハ昭和三年度以降繰越金剰余額ヲ充当ノ見込ナリ然ルニ昭和

三年度決算ノ結果五、○○○円余ノ繰越金増加ヲ見タルヲ以テ既二之力財源ヲ得タルモ

ノトス

ニ、中等学校設置積立金繰入三二、○○○円ハ本町中等学校設置 ノ目的ヲ以テ大正十三

年度以来積立金ヲ設ケ現在三四、○○○円余ヲ定期預金 トシテ積立中ナルヲ以テ本財源

トシテ三二、○○○円ヲ繰入充当スルモノトス

三、基本財産運用繰入三五、○○○円ハ現在本町基本財産銀行預金四二、六八三円ノ内

ヨリ之ヲ運用充当スルモノニシテ起債二準ズベキ性質ナルモ本町ハ自給自補 ノ主義ニヨ

リ将来負担 トナルベキ町債等更二有セズ支消 ノ翌年ヨリ十ヶ年ヲ以テ補填シ得ルモノト

ス

大正後半の中等教育拡充期に江別町は中等学校設立費用を積み立てて いた。次にあげ る

文書で、北海道庁が述べて いるように、正確 には中学校の設立 を企 図して積み立てていた

ものである。 これ を実科高女独立校舎 の建築 に充てるという財政計画であ った。

この位置変更が認 められ新校舎が完成 した2年 後 の1932(昭 和6)年12月 、江別町は

北海道庁の副 申とともに本科高等女学校への組織変更 を申請す る。

2-5

学教第二四一五号

昭和六年一二月十 日

北海道庁長官佐上信一

文部大臣田中隆三殿

江別実科高等女学校ヲ高等女学校二組織変0更方申請二付副申

管下札幌郡江別町長ヨリ全町立江別実科高等女学校 ノ組織ヲ変更シ四ヶ年課程ノ公立高
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等女学校 ト致度旨申請有之候処別紙意見書ノ通適当ノ措置 ト被認候条御認可相成候様致

度此段及副申候也

江別実科高等女学校組織変更二関スル意見書

江別市ハ大正十年其ノ地二中学校ヲ設置スヘク画策スル所アリシカ男子ハ比較的附近都

市タル札幌又ハ岩見沢町二通学容易ナルモ女子ハ之二反スルモノアルヲ以テ遂二中学校

設置計画ヲ止メ高等女学校ヲ以テ之二代フルコトトシ昭和四年度ヨリ実科高等女学校ヲ

設置シ適当ノ時期二於テ高等女学校二組織ヲ変更セントシ昭和五、六両年度二於テ校地

五千十六坪ヲ選定シ且ツ八百八十三坪五合 ノ木造二階建校舎ヲ新築シタルヲ以テ薮二当

初目的二向フテ進マントスルモノナルモ事実二於テ実科高等女学校入学者ハ漸減ノ状態

ニアリ申請 ノ通組織変更スルヲ以テ適当ノ措置ナリト認ム
ー、校地ハ相当ノ地積ヲ有シ校舎ハ普通教室九ノ外裁縫家事作法音楽理科等ノ特別教室

其 ノ他必要ナル諸施設完成シ生徒 ノ収容上些ノ遺憾ナクー般校具及教授用具亦相当設備

セラレタリ

ニ、修業年限四ヶ年ナルカ本道文化ノ程度ヨリ見テ適当ナルヘク生徒定員ハ四百ニシテ

各学年二学級百名宛ナレハ従来 ノ実科高等女学校入学者ヨリ見ルト或ハ此 ノ人員二達ス

ルコト困難ナルニ非ザルヤヲ疑ハシメラルルモ組織変更後ハ地元二於テ高等普通教育ヲ

受ケ得ラルル便宜アル ト従来他地方学校二入学シタル者モ勢ヒ本校二学ブニ至ルヘク予

想セラルル ト更二附近町村ヨリノ入学者ヲ生スヘキコトニ依 リ自然生徒数ヲ増加シテ予

定人員二近キ入学者ヲ得ラルルモノト予想ス

三、経常費ハ之ヲ生徒ノ授業料及一般町税二求ムルモノナルカ既二相当経費ヲ計上シテ

経営シ居ルカ為昭和七年度ハ本年度二比シニ千四百七十五円ヲ増額スルヲ以テ足ルヘク

シカモ授業料 ノ増徴額千二百五十円ヲ差引クトキハ僅二千二百二十五円ノ増額ヲ以テ足

リ維持上別段困難ナキモノト思料ス

四、従来ノ実科高等女学校生徒ハ組織変更 ノ際検定ノ上相当学年二編入スルモノトナリ

江庶第三一〇号

昭和六年十一月四日

北海道札幌郡江別町長鈴木善治

文部大臣田中隆三殿

江別実科高等女学校組織変更認可稟請

江別実科高等女学校ノ組織ヲ変更シ昭和七年四月一日ヨリ高等女学校令ニヨル修業年限

四ヶ年ノ高等女学校ロ致度候条御認可ヲ得度別紙関係調書相添此段稟請候也

実科高等女学校ヲ高等女学校二組織変更二関スル調書

一、本町ハ女子教育機関ノ必要ヲ痛感シ昭和四年度修業年限四ヶ年 ノ実科高等女学校ヲ

江別尋常高等小学校二併設認可ヲ得直チニ開校 ト共ニー面校舎新築ノ計画ヲ定メ敷地ヲ
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選定シテ昭和五年三月位置変更ノ御許可ヲ経専ラ之レカ完成 ト設備ノ充実二努力ノ結果

現在位置二校舎ヲ建築シ内容ノ整備一切ヲ整へ本年度ヲ以テ高等女学校 トシテ必要ナル

施設万般二亘 リ全ク完成ヲ遂グルニ至レリ
ー、従来本校生徒入学ノ成績ヲ案スルニ左表ノ如ク校舎設備年次完成シー面有資格ノ職

員ヲ充実シ経営上多大ノ努力ヲ払ヒタルモ入学者之二伴ハサルハ尚地方一般 ノ傾向ハ実

科ノ名称ヲ喜ハサル立証ニシテ生徒募集上頗ル困難 トス

一、実科高等女学校ハ現在普扁的二設置ナキヲ以テ在学中転校ノ場合他ノ諸学校 トノ連

絡上不便ヲ感ス
ー、実科高等女学校ハ実質二於テ適切ナルモ上級学校二志望スル場合高等女学校二比シ

特典二相違アリ
ー、以上ノ事由ニヨリ高等女学校二組織ヲ変更スル トキハ本町内ノ入学志望者二於テモ

更二増加スル ト共二近村当別新篠津幌向広島篠路等近接町村ノ志望者ヲ収容シ定員数二

達スル入学者ヲ得ルハ容易ナ リトス…(後略)…

組織変更理 由は、他 の事例 とほぼ 同様であ る。 しか し、道庁が 申請を後押 しす る際 に、

江別町は 「昭和四年度 ヨ リ実科高等女学校 ヲ設置 シ適当 ノ時期二於テ高等女学校二組織 ヲ

変更セン」 として独立校舎 を建築 した、 と述べてしまって いる点 に注 目したい。そ うであ

るな らば、実科高女が不人気であることは 当初か ら承知 していたことにな り、そ うすると、

「家庭的二普ク斯 ク階級 ヲ通 シ経済的二地方之実情二適合セル実科 ト学科 ヲ兼備」云 々と

いう当初の実科高女設置理 由はかな り怪 しい ことになる。

(3)設 置者変更

富良野の項で述べたが、道庁は1933年 に江別、富 良野ほか2校 の道庁移管を文部省に申

請 している。その申請書綴 りは この江別高等女学校の簿冊 に綴 じられているので、 ここで、

道庁がどのよ うな理 由で設置者変更 を申請 したのか を見 てお くことにす る。

2-6

学第三三二号

昭和八年三 月四 日

北海道庁長官 佐上信一一

文部大臣 鳩山一郎殿

公立高等女学校費用負担者並二名称変更ノ件認可稟請
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管下町立左記四高等女学校ノ費用負担者ヲ昭和八年四月一日ヨリ北海道地方費二変更ス

ル ト共二其ノ校名ヲ別紙ノ通改称致度候条御認可相成度別紙理由書、調書等相添此段及

稟請候也

…(中 略)…

理由書

江別、池田、帯広姉妹及富良野四高等女学校ノ沿革ハ左ノ通ニシテ

江別高女 昭和四年三月 実科高女トシテ設置 昭和六年十一月 高等女学校二組織変更

池田高女 昭和四年四月 実科高女トシテ設置 昭和六年四月 高等女学校二組織変更

帯広

姉妹高女

大正九年四月 私立実科高女トシテ設置

昭和四年三月 高等女学校二組織変更
昭和七年一月 町立二変更

富良野高女 大正十五年三月 実科高女トシテ設置 昭和七年四月 高等女学校二組織変更

何レモ設置以来其 ノ成績相当見ルベキモノアリシモ近年一般経済界ノ不況二加フルニ特

二本道二於テハ凶作水害等ノタメ更二町財政ハ極度ノ逼迫ヲ告ゲ之ガ維持経営実二容易

ナラザルモノアルヲ以テ之ヲ地方費二移管セラレタシトノ町民ノ要望切ナルモノアリ
ー方本道二於ケル庁立高等女学校数ハ現在十三校ニシテ庁立中学校 ノ十八校二比スルニ

尚一段 ノ拡充ヲ要スルモノアルノ外前記四校 ノ生徒数ハ附近町村ヨリノ入学者ヲ以テ大

部分ヲ占ムルノ実情ヨリ考察スルモ単二之ヲー町村 ノ負担二帰セシムベキモノニアラザ

ルヲ被思料ノミナラズ地理的二見ルモ同地方ニハ庁立高等女学校ヲ設置スルノ要アルモ

ノニシテ夙二本庁二於テ計画セル庁立学校拡張計画網中二含マレ其 ノ実現ヲ企図セラレ

居 リタルモ地方費財政 ノ都合上遂二今 日二至 リタルモノナルヲ以テ此ノ際之ヲ地方費二

移管シ既定計画ノ実現ヲ図リ町民ノ要望二応ズル ト共二他面一層地方女子高等普通教育

ノ進展向上ヲ期セントスルモノナリ

調書

名称
新校名 旧校名

北海道庁立江別高等女学校 江別高等女学校

北海道庁立池田高等女学校 池田高等女学校

北海道庁立帯広高等女学校 北海道帯広町立姉妹高等女学校

北海道庁立富良野高等女学校 富良野高等女学校

…(中 略)…

五、経費及維持 ノ方法
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昭和八年度及昭和九年度ノ両年度ハ其ノ所要経費中ヨリ授業料等 ノ収入ヲ控除シタル金

額ヲ現設立者ヨリ北海道地方費二寄附セシメ昭和十年度以降ハ北海道地方費一般会計ヲ

以テ維持経営ス尚現校地、校舎及内部設備等ニシテ不十分ナルモノニ対シテハ之ヲ現設

立者二指示シ現物又ハ其 ノ所要経費ヲ北海道地方費二寄附セシメ充実ヲ図ルモノトス
…(中略)…

九、授業料、入学料等

別途申請ノ通一般北海道庁立高等女学校学則二依ル即左ノ通

授業料 四円五十銭

入学手数料 三円

入学料 三円

…(後 略)…

主なる移管の理 由は、町財政の逼迫 による経営状況 の悪化、町立で あ りなが ら周辺町村

か らの入学者 も受け入れているとい う齪酷の解消(つ ま り庁立高等女学校増設の必要性)、

大正期の中等学校拡充計画の補填、 といったあた りで ある。

いずれにしても、最初の2年 間は地方費を要せず、 しかもある水準 までの完備を町に負

担 させることで、庁立学校設立の初期費用 を大幅に削減す ることが可能である。

また、江別高等女学校の町立時代 の授業料は3円 であ った。 しかし地方費移管 によ り他

の庁立高等女学校にあわせ、4円50銭 に値上げ された。

加えて移管条件は富良野の場合とまった く同 じで あ り、教員の雇用はいったん完全に白

紙に戻 されて任命権 も道に移 され る。

庁立化 によって失われるものも少な くなか った。
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3.江 差 高等 女 学校(3A10-13-1842)

(1)実 科高等女学校の設立

江差町は函館か ら70キ ロほ どの 日本海側 に位置している。古 くか ら漁業や海運が盛んで

あ ったが、 中等教育機関の設立が進 まなかった。すでに函館には庁立中学校や高等女学校

が存在 していたが、やは り江差でも女子を遊学 させ ることにはため らいがあ り、 自前の女

子 中等教育機関の設立に動 く。既存 の実科女学校 をベースに実科高等女学校 の設立 申請が

行 われたのは1933(昭 和8)年3月 である。

3-1

庶第二八三号

昭和八年三月六 日

檜山郡江差町長原田浅次

文部大臣鳩山一郎殿

高等女学校令二依ル学校設置認可申請

本町ハ昭和八年度ヨリ別紙学則二依リ実科高等女学校ヲ設置致度候条御認可相成度此段

申請候也

設置 ノ理由

当町二於テハ昭和五年度ヨリ高等小学校卒業者及同等資格者ヲ入学セシムベキ実業補習

学校規程二依ル実科女学校ヲ設立セルモ近年著シク児童ハ勿論父兄二於テモ向学ノ念強

ク為メニ高等女学校令二依ル学校 ノ入学志望者多数アルモ父兄ハ子女監督上都会二遊学

セシムルヲ好マス為メニ昭和六年度ノ如キハ未タ曽テ無キ多数ノ入学者アリト錐檜山支

庁管内二於ケル小学校卒業女子千六百四十三人二対 シ高等女学校入学者僅カニ四十二名

ノ少数二過キザル状態二有之依テ当町民ハ勿論附近町村等一般ノ希望ヲ満タサシムル関

係上現在ノ実科女学校(実 業補習学校令二依ルモノ)ヲ 廃止スル ト同時二高等女学校令

二依ル実科高等女学校ヲ設置シ層一層女子二対スル徳性ヲ酒養シ家政実科二関スル智識

技能ヲ授ケントス

江差実科高等女学校設置二関スル調書

名称

江差実科高等女学校

二 修業年限 四箇年

三 生徒定員

二百人(各 学年一学級五十人宛合計四学級)

四 開校年月

昭和八年四月

五 経費及維持ノ方法
一、経費別紙ノ通
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二、維持 ノ方法ハ授業料及入学料並二入学考査料ヲ以テ幾部ヲ補ヒ他ハ町費負

担トス

六 位置

別紙送北海道庁長官ヨリ位置認可申請ノ通リ

七 学則

別紙ノ通 リ

八 教員組職織

(一)学 校長ハ当分附近ノ柏樹尋常高等小学校長ヲシテ兼任セシム

(二)教 諭ハ専任者男一名女二名 トシ前者ハ月俸八十円八十五円後者ハ各五

十円前後ノ予定

(三)嘱 託教師男二名女二名

イ 小学校男教師二名二教授ヲ嘱託ス月手当一人五円トス

ロ 女教員二名二教授ヲ嘱託シ手当一人三十円トス

(四)書 記一名

月手当三円ヲ以テ教諭二兼務セシム

九 授業料 月額二円

入学料 一円

入学考査料 一円
一〇 校舎 三百五十六坪

木造亜鉛葺二階建ニシテ明治三十八年柏樹尋常高等小学校 トシテ建造セルモノ

ニシテ相当年所ヲ経タルモ材料ハ総檜造 リニシテ極メテ堅牢使用上遺憾ナシ

…(中 略)…

現在実科女学校生徒処分方法

本科一年終了者ハ実科高等女学校第二学年二本科二年終了者ハ第三学年二学力検定 ノ上

入学セシム

専修科生徒ヲシテ相当年齢二達シタルモノハ其学力ヲ検定ノ上第二学年乃至第三学年二

入学セシム

既存の実業補習学校では満足できず、 さ りとて都会の高等女学校に遊学 させ ることもで

きない。そのために実科高等女学校を設立する、 とい う論の運び方については他の事例 と

共通 している。 しかし江差の 申請 にはあま り 「実科」高女の長所を強調 した文体 とはな っ

ていない。せ いぜ い 「女子二対 スル徳性」の 「酒養」が謳われている程度である。

なお、江差の申請の場合特徴的なのは、実科高女のカリキュラムに当初から 「英語」を組み

込んでいることである。実科高女の学科 目は修 身、国語、歴史、数学、理科及家事、裁縫、図画、

唱歌、実業、体操で構成され、これに他の学科 目を加える場合には文部省の認可を受けることに

なっていた。したがって、以下のような文書が文部省に残ることになる。
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3-2

学第五一〇号

昭和八年三月二〇 日

北海道庁長官佐上信一・

文部大 臣鳩山一郎殿

江差実科高等女学校二外国語加設二関スル件

別途設置認可申請中ノ管下檜山郡江差実科高等女学校二於テ外国語(英 語)ヲ 随意科目

トシテ加設致度旨江差町長ヨリ認可申請有之候処全地方ノ状況ヨリシテ希望者二対シ極

メテ簡易ナル 日常英語ヲ課スルハ相当効果アルコトト被認候条御認可相成候様致度副申

候也

庶第二八三号

昭和八年三月六日

檜山郡江差町長原田浅次

文部大臣鳩山一郎殿

加設科目認可申請

町立江差実科高等女学校設置二関シ別途認可申請中ノ処該校ハ檜山支庁管内唯一ノ女子

中等学校二有之卒業後地方中堅婦人 トシテ樹ツベキ教養上是非共外国語(英 語)ヲ 随意

科 目トシテ加設致度候条御認可相成度此段申請候也

実科高女設置 申請 に対 し、文部省は3月 月末 に認可の告示、指令 などを起案 している。

そ の中の通牒案 は以下のようなものである。

3-3

昭和八年三 月二五 日起案

…(中 略)…

案 ノニ

年 月 日 局長

北海道庁長官宛

江差実科高等女学校設置ノ件

三月二十 日学第五一三号ヲ以テ御進達 ノ標記ノ件別紙 ノ通 リ指令相成 リタル処右ハ左記

事項ヲ条件 トシテ詮議セラレタル義二付実行方御督励相成度

校長ハ之ヲ専任 トシ昭和八年度俸給追加予算議決 ノ上本省二報告スルコト
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江差町は示 された条件に対応 して5月 に専任の校長 を確保 した こととそのために予算を

再編成 した ことを報告 している。

(2)本 科への組織変更

その後、1935(昭 和10)年 、他 の事例 と同様 に江 差は独立校舎 を確保す る。その上で

1937(昭 和11)年12月 に本科への組織変更 を申請 している。

3-4

丑学第二八号

昭和十二年一月九日

北海道庁長官池田清

文部大臣平生釧三郎殿

江差実科高等女学校組織変更方認可申請ノ件副申

管下江差町長ヨリ江差実科高等女学校組織変更二関シ別紙 ノ通申請有之候処右ハ理由書

記載 ノ通地方ノ実情二稽へ適当ノ措置 ト認メラレ候条御詮議相成候様致度右副申候也

庶第一九〇八号

江差実科高等女学校組織変更認可稟請

江差実科高等女学校ノ組織ヲ変更シ昭和十二年四月一 日ヨリ高等女学校令二依ル修業年

限四ヶ年ノ高等女学校二改メ度候条御認可相成度別紙関係書類相添此段稟請候也

昭和十一年十二月十六日

北海道檜山郡江差町長原田浅次

文部大臣平生釧三郎殿

…(中 略)…

実科高等女学校ヲ高等女学校二組織変更二関スル調書

第一 組織変更 ノ理由
一、本町縛二女子教育機関ノ必要ヲ痛感シ昭和五年五月町民ノ与論二基ヅキ実業補習学

校規程二依ル実科女学校ヲ町内柏樹尋常高等小学校内二併設シ青年子女ノ教養二努メタ

ルモ更二時勢ノ進運ヲ地方民ノ要望二基ヅキテー旦之ヲ廃シ新二昭和八年四月小学校旧

校舎ヲ利用シテ高等女学校令二依ル実科高等女学校ヲ設置開校セリ次イデ熱烈ナル校舎
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新築ノ議起コリタルヲ以テ昭和十年七月現在ノ豊川町二敷地ヲ選定シテ新築ノロロ起シ

同年十二月竣成其間鋭意内容ノ整備充実二力メ遂二高等女学校 トシテ必要ナルー切ノ施

設完成ヲ告グルニ至レリ

一、従来本校生徒入学ノ状況ヲ案ズルニ左表ノ如ク校舎設備完成シ内二有力ナル有資格

教員ヲ充実シ経営上多大 ノ努力ヲ払ヒタルモ入学者之二伴ハザルハー二当地方一般ノ傾

向ハ明二実科ノ名称ヲ喜バザルモノト認メラレ生徒募集上困難ナルヲ以テ地方ノ要望二

応ヘーハ生徒募集ヲ容易ナラシメントスルニアリ

学年＼年度 昭和八年度 昭和九年度 昭和十年度 昭和十一年度

第一学年 三三 三八 三八 三八

第二学年 ニ ー一 三八 四二 三九

第三学年 四三 三二 四四 三七

第四学年 四四 三 一 ・ 四〇

計 九七 一五二 一五五 一一五 四

尚右ノ如ク実科ヲ喜バザル証左ハ本校設立後モ当町ヨリ不便不利ヲ忍ビテ遠隔地ノ高等

女学校二入学スル者毎年数名宛ヲ出シツツアル ノ現状ニアリ

一、実科高等女学校ハ昭和九年十月一日現在文部省調査 「全国高等女学校実科高等女学

校二関スル調査」二依ルニ全国僅カニニ百〇八校本道内十校ヲ算スルニ過ギズ従 ッテ在

学中父兄ノ転任転住等 ノ場合転校ノ希望ヲ有スル者モ其地二同種学校ナキ為廃学 ノナキ

ニ至ルモノ存スル ノ実状ニアリ

一 実科高等女学校ハ其長所トスル点ナキニシモ非レドモ上級学校入学二関シ高等女学

校卒業者二比シ著シク不利ナルヲ免レズ

一、本町ハ檜山支庁管内二於ケル支庁ヲ始メ裁判所警察署税務署等諸官衙 ノ集中的所在

地ニシテ教育文化産業等諸種ノ点ヨリアラユル部面ニオケル当地方ノ中心ナルガ故二高

等女学校設置ノ必要ヲ痛感スルモノナリ

一、女子ハ男子 ト異ナリ特二父兄ノ監督ヲ要スル部面少カラズー度素行上 ノ問題等起ラ

ンガ為二将来再起スルコト能ハズカカル女子独特ノ立場ヨリスルモ当地 ノ如ク近接地二

高等女学校ヲ有セザル地二於テハ特二其必要ヲ認ム

以上ノ事由二依 リ高等女学校二組織ヲ変更スルハ当地方ノ福利ヲ増進スル ノミナラズ生

徒募集上ヨリハ本町内ロニ近接町村 ノ入学志願者全部ヲ収容シウルヲ以テ定員数二達ス

ル入学者ヲ得ルハ容易ナ リト認メラル

…(後 略)…

当初の実科の高女を設立する理由がやや控えめに述べられていた分、ここでは本科高女
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設立理 由、つま り実科 ではだめな理由がかな り率直に展開 されている。「地方一般 ノ傾向ハ

明二実科 ノ名称ヲ喜バザル」状態であ り、実科高女は常に定員割れ の状態であった。

また江差町は、「支庁 ヲ始 メ裁判所警察署税務署等諸官衙 ノ集 中的所在地 ニシテ教育文化

産業等諸種 ノ点 ヨリアラユル部面ニオ ケル 当地方 ノ中心」なので 「高等女学校 設置 ノ必

要」がある、 という表現か ら高等普通教育機関の設置が町のステータスでもあると考えて

いたことが伺われ る。

なお この申請に添付 されている新学則案 によると授業料は実科 に比べ50銭 値上げ され、

2円50銭 とな っている。

この本科変更 に対す る文部省の判断は、以下のよ うな指令案、 および 当該起案文書末尾

にある 「備考」 にある通 りで あった。

3-5

昭和十二年一月十三 日起案

公立実科高等女学校組織変更ノ件

指令案

北海道檜山郡江差町

昭和十一年十二月十六 日庶第一、九〇八号申請江差実科高等女学校組織変更ノ件左記条

件二依リ認可ス

年 月 日

文部大臣

記
一、昭和十二年度二於テ予定計画ノ通教授用備品ヲ充実シ教員組織ノ改善ヲ為スコト

・(中略)…

(備考)
一、江差実科高等女学校ハ昭和八年三月設置認可シ同年四月ヨリ開校今日二至 リタル所、

同校ハ昭和十年六月一ヲ現在地二変更シ校地ハ従来 ノニ、一九二坪ヨリ六、〇七〇坪二

拡張、校舎モ普通教室四、・特別教室六、屋内体操場及講堂一二改築、順次高等女学校 ト

シテノ設備ヲ充実シ来 リ、今回同地方民ノ要望二依 リ高等女学校二組織変更セント申請

二及ビタルモノニ有之、同地方ノ情況ヨリ見テ適当ナル措置 ト認メラルルニ依 リ、特別

ノ詮議ヲ以テ認可相成可然 ト認ム

但シ同校現在ノ教員組織及設備ノ情況ヨリ遺憾ノ点モ有之二付テハ本件改善充実スル様

右案ノ通条件ヲ附シ認可スルコトト致度

…(中 略)…

八、教授用備品ノ充実及教員組織 ノ改善計画書提出ア リ
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(一)教 授用備品 ノ充実

理科、地理、歴史 ノ備品充実 ノ為 昭和十二年度 二於テニ、○○○ 円ヲ予算二計

上スル コトトシ順次充実スルモ ノトス

(二)教 員組織 ノ改善

現在数学、地理 ノ有資格教員ナキ為之ヲ加へ更二無資格教員等モ多キニ依 リ順

次改善スルモ ノトス

本件ハ認可 ノ条件 トセ リ

末尾 にあるように江差町が別途提 出していた施設設備、

科変更 の条件 とされた。

スタッフの改善計画の実行が本

(3)設 置者変更

本科変更の同年1937(昭 和12)年 秋、北海道庁 は江差高等女学校 と野付牛(現 在の北

見市)高 等女学校2校 の設置者変更 を文部省に 申請 している。 これによって、江差町にも

庁立学校が設立 され ることになった。 ●

3-6

丑学第一三二五号

昭和十二年九月二十四日

北海道長長官石黒英彦

文部大臣安井英二殿

公立高等女学校費用負担者変更並二名称変更二関スル件認可申請

管下左ノニ高等女学校ノ費用負担者ヲ昭和十二年十月一 日ヨリ北海道地方費二変更スル

ト共二其 ノ名称ヲ別紙ノ通変更致度候条御認可相成度理由書調書等相添へ右申請候也

追テ本件ハ現設立者 ト連署申請可致筋合ノモノトハ存候得共便宜現設立者ヨリ

提出ノ変更二伴フ寄附願書写相添候条特二御詮議相成度申添候

記

北海道野付牛高等女学校

北海道江差高等女学校

理由書

野付牛、江差両高等女学校 ノ沿革ハ左ノ通ニシテ

野付牛高等女学校 昭和十一年二月設置
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江差高等女学校 昭和八年三月実科高女 トシテ設置

昭和十二年一月高等女学校二組織変更

何レモ設置以来 日浅キニ係ハラズ其 ノ成績相当見ルベキモノアルモ町財政 ノ逼迫ハ本校

維持経営容易ナラザルモノアルヲ以テ地方費二移管セラレタシ トノ町民ノ要望切ナルモ

ノアリ
ー方本道二於ケル庁立高等女学校ハ現在十八校ニシテ地理的二見ルモ同地方二庁立高等

女学校ヲ設置スルノ要アルヲ認メ藪二同校ヲ地方費二移管シー層地方女子高等普通教育

ノ充実進展ヲ期スル ト共二他面同地方民ノ要望二応ヘントスルモノナリ

調書
一、名称

新校名 旧校名

北海道庁立野付牛高等女学校 北海道野付牛高等女学校

北海道庁立江差高等女学校 北海道江差高等女学校

二、修業年限

従来通 本科四年トス

三、生徒定員

北海道庁立野付牛高等女学校 四百名

北海道庁立江差高等女学校 二百名

四、費用負担者変更年月日

各校 トモ昭和十二年十月一日

五、経費及維持ノ方法

昭和十二年度二於テハ野付牛町ヨリ経常費二千三百六十七円臨時費四万二千五

百円ヲ江差町ヨリハ経常費四千八百四十八円臨時費一万七千五百円ヲ寄附シ昭

和十三年度及同十四年九月迄 ノ経常費ハ指定寄附トシ其ノ後ハ之ヲ北海道地方

費二於テ維持経営ス

六、寄附願書写

別紙ノ通 リ
…(中略)…

九、授業料手数料等

別途申請ノ通北海道庁立高等女学校二同ジ

即チ

授業料 四円五十銭

入学検定手数料 三円

入学料 三円

但シ野付牛高等女学校 ノ分ハ従来通二付其ノ侭 トス
…(中略)…

寄附願

本町立江差高等女学校ヲ北海道地方費二移管 ノ上ハ爾後二ヶ年間当該校二要スル経常費
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(授業料其ノ他 ノ収入ヲ控除シタル金額)ヲ 寄附致度候条御採納相成度候成

昭和十二年七月五 日

檜山郡江差町長原田浅次 画

北海道長長官石黒英彦殿

江差町会議決書謄本

高等女学校寄附条件ノ件

江差高等女学校ヲ北海道地方費二移管二付左記条件ヲ附スルモノトス

寄附条件

第一条 移管 ノ時期ハ之ヲ昭和十二年 月 日トス

第二条 寄附者(甲)ハ 地方費(乙)二 対シ当該学校ノ敷地並二校舎校具及設備ノー切

ヲ無条件ヲ以テ寄附スルモノトス

第三条 北海道庁二於テ現在ノ校地、校舎、校具及設備中不備若ハ不適当ト認ムル点ハ

昭和十二年度中甲二於テ之ヲ修補整備シ又ハ該費用ヲ乙二寄附スルモノトス

第四条 庁立移管後二箇年間当該学校二要スル経常費(授 業料其ノ他ノ収入ヲ控除シタ

ル金額)ハ 毎年度之ヲ甲ヨリ乙二対シ寄附スルモノトス

前項 ノ金額ハ毎年乙ノ通知ヲ侯テ其 ノ指定期 日迄二納付スルモノトス

第五条 移管後五箇年以内二於テ学級増加 ノ為敷地 ノ狭隆ヲ告ゲ又ハ特異ノ設備ヲ必要

トスルニ至リタル場合ハ甲ハ乙二対シ其ノ費用ノ寄附二応ズルモノトス

第六条 現在教職員及傭人ハ原則トシテ引継ヲ為サザルコトトツィ転退職者ノ待遇二付

テハ甲二於テ適宜 ノ措置ヲ講ズルモノトス

但シ北海道庁二於テ引続キ採用ヲ内示シタル者二就テハ此ノ限二在ラズ

昭和十二年六月二十一日議決

右謄本也

江差町長 原田浅次 團

従 って、江差高女は本科変更初年度内に庁立移管を果た したことにな る。 しか し2年 間

の経常費負担や人事を引き継がないなど、道庁 か ら示 された移管の条件は、富良野や江別

の場合 とまった く同じであった。江差の場合は これに加 え授業料が2円50銭 か ら4円50銭

に値上げ された。

庁立 といっても移管当初は実質上町営で ある。加えて移管によって上のよ うな数 々の不

利益が生じるのであるが、江差 町はそのような負担 と庁立学校設置を天秤に載せ、庁立を

選択 したということになる。
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4.砂 川 高等 女学 校(3A10-13-1848)

(1)町 立本科高等女学校の設立

砂川は札幌 と旭川のほぼ中間に位置 し、空知地方の主要都市である滝川に隣接 している。

もともと石炭や木材輸送の中継地点 として栄 えてきたが、昭和10代 に入 り大規模な化学肥

料工場を誘致 し、工業が基幹産業の一翼を担 うよ うにな った。人 口も4万 人を越え、町 と

して中等教育機関の設立を企 図しはじめる。

1941(昭 和16)年2月 に来年度 の開校を目指 し、高等女学校の設置を申請する。

4-1

巳学第三五五号

昭和十六年三月八日

北海道庁長官 戸塚九一郎

文部大臣 橋田邦彦殿

北海道砂川高等女学校設置ノ件副申

管下空知郡砂川町長ヨリ北海道砂川高等女学校設置ノ義別紙ノ通申請有之候処右ハ理由

書記載ノ通近時時局産業 ノ勃興二連レ高等女学校設置ノ要望熾烈ナルモノアリ町財政ヲ

モ考慮シ既設砂川高等家政女学校ヲ廃止シ高等女学校タラシメントスルモノニ有之事情

余儀ナク且計画適当ナルモノト被認ヲ以テ御詮議相成候様致度

右副申候也

砂教第三一号

高等女学校設置認可申請

高等女学校令第四条二依 リ砂川町立高等女学校設置致度候条御認可相成度関係書類相添

此段及申申請候也

昭和十六年二月八 日

北海道空知郡砂川町長佐藤伊久馬

文部大臣橋田邦彦殿
…(中略)…

理由書

本町ノ自治ハ開基以来既二五十一年此 ノ間主産業タル農産林産畜産及石炭鉱業 ノ隆冒

ト共二逐次発展シ、殊二事変以来生産拡充 ノ基本産業タル鉱業会社ノ飛躍的増産実施ヲ

中心 トシテ東洋高圧株式会社石狩火力発電所住友化学其他 ノ化学工場設立 ト共二戸口頓

二増加シ今ヤ戸数六千戸、人口四万ヲ算シ尚今後益々増加ノ趨勢二在 リ

由来町勢ト其ノ指導二関シテハ常二各般二亘リ著々善処シ来レル処ナリト錐モ、就中

時勢ノ進運ト本町ノ発展性二鑑 ミ真二住民ノ安定 ト人的資源ノ確保ヲ期シ、愈々産業振

興ノ基礎ヲ確立センガ為メ、子弟二対スル教育機関ヲ完備セシムルノ緊要ナリトスル見

地ヨリ先以テ昭和十三年砂川高等家政女学校ヲ設置シ尚近キ将来二於テハ中学校ヲ設置
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シ町勢悠遠ノ礎石ヲ得ントスル次第ナリ

翻テ慮ルニ時勢二伴ピー般町民ノ子弟教育二対スル関心ハ年 ト共二深キヲ加へ今ヤ中

等教育ヲ授ケントスル観念ノ普及セラレタル証左 トシテ嚢二設置シタル砂川高等家政女

学校ハ開校以来日尚浅キニ不拘逐年入学志願者 ノ増加ヲ見ルハ洵二邦家ノタメ慶祝スベ

キ現象ニシテ中等学校設置ノ効果漸ク顕揚セラレタルヲ見ル

然ルニ前記砂川高等家政女学校ハ設立当時二於テ実業教育ヲ根幹トシタル関係上現二

百五十名ヲ算スル高等女学校入学志望者ハ何レモ多大 ノ犠牲ヲ払ヒツツモ他市町村学校

二入学スルノ外ナク生徒 ノ保護監督上父兄ノ苦心ハ勿論自然学費モ多額ヲ要シ精神的ニ

モ経済的ニモ少ナカラズ苦心ヲ感ジ延ヒテ町民ノ安定性ヲ脅威スルノミナラズ他面町勢

発展上ノ碍障タルヲ免レズ

之レガ為メ現高等家政女学校ヲ廃止シ、新二高等女学校ノ設置ヲ要望スルノ声膨溝ト

シテ起 リ、最近ノ調査二依ルニ本町内二於ケル高等女学校本科入学志望者ハ尋常六年ノ

ミニテ既二百人ヲ算へ、外二高等科児童ヨリノ志望者ヲ合スル トキハ百五十名二達シ尚

戸数ノ増加 ト共二将来益々増加ヲ予想セラルル実情二照ラシ中等学校入学試験制度ノ改

正等ニヨリ益々激化ヲ見ントスル地方民女子 ノ入学難緩和ノ点ヨリ見ルモ高等女学校設

置ノ緊要ナルヲ痛感スル処ナリ

然レ共本町目下ノ財政並二物資国策上砂川高等家政女学校ヲ存置 ノ侭別二本校ヲ新設

スルガ如キハ極端ナル経費ノ膨張ヲ伴ヒ実現困難ナル実情二鑑ミ現在ノ砂川高等家政女

学校ヲ廃止シ、新二高等女学校令二依ル高等女学校ヲ設置シ、現在高等家政女学校第一

学年修了見込者ヲ高等女学校本科三年生二編入セシムルノ方途ヲ以テ生徒処置二支障ナ

カラシメ今后ハ町内全般ノ高等女学校入学志願者ノ入学難ヲ緩和シ所謂教育ノ機会均等

ヲ図リ得ル処ニシテ、校舎其他建設費総額≡十 ≡万六千円二十一万七千二百円ヲ三ヶ年

ノ継続事業 トナシ、急激二町民ノ負担ヲ増加スルコトナク維持経営スル ノ確信ヲ有スル

処ニシテ之二由リ時局下重大産業ヲ担当スル本町住民ノ安定ヲ図リ得ルハ蓋シ明ニシテ

其ノ実現ハ緊要事 ト認メ本申請二及ビタル次第ナリ

昭和0年 代の手法は、 まず小学校併設 の実科高女を設立する(ま た多 くの場合、その実

科高女の母体 となる職業学校が存在 していた)の が一般的であったが、砂川の場合、職業

学校か らいきな り本科高女設置 に動いている点で いままで とスタイル を異にしている。本

科高女設置には独立校舎が不可欠であ ったが、 これについては町債 をその財源 として3年

間の継続事業で行 うと申請 している。

これに対 して文部省は以下のように通牒 した上で、本科高女 の設置 を認めている。

一62一



北海道庁長官宛

北海道砂川高等女学校設置ノ件

三月八日巳学第三五五号ヲ以テ御進達ノ標記 ノ件本日別紙 ノ通認可相成タル処本校校舎

建築費ニー七,二 〇〇円中一〇〇,○ ○○円ハ町債二依 リ支弁セントスルモノナルモ若

シ右町債不可ロナル場合二於テハー時財産処分二依ルカ其ノ他適当ナル方法二依 リ予定

通本校舎建築ヲ施行シ昭和十七年度中二必ズ移転スルモノトシテ特二詮議相成タル次第

二付此 ノ旨設立者二御示達 ノ上教育上支障無之様充分御配慮相成度依命此段通牒ス

独立校舎 を本科高女設立の条件 とした場合、厳 密を期すのであれば 校舎竣工後 に開校

を認めるとい うことにな るが、 ここでは確実 に校舎が完成 される ことを条件に、新校舎竣

工前に開校を認めている点、換言す ると見切 り発車 を容認 した ことが注 目される。

(2)設 置者変更

1945(昭 和20)年3月 に、北海道庁 はこの砂川高等女学校、お よび岩内中学校、伊達

中学校の3校 の庁立移管 を文部省に申し出ている。以下が移管 申請と砂川町か らの移管に

伴 う寄附に関する書類である。

4-3

酉学四五八号

昭和二十年三月十五 日

北海道庁長官 坂千秋

文部大臣 伯爵 児玉秀雄殿

北海道砂川高等女学校外二校費用負担者及名称変更二関スル件

管下空知郡砂川町立砂川高等女学校外二校ノ費用負担者ヲ昭和二十年三月三十一 日ヨリ

北海道地方費二変更シ其ノ名称ヲ左ノ通改称致度候条御認可相成度別紙調書相添へ

右申請候也

追テ本件ハ現費用負担者 ト連署申請スベキ儀ニハ候へ共便宜移管二関スル当該

町会議決書謄本ヲ以テ之二代へ候条了解ノ上特別ノ御詮議相成度申添候

己…面

現在 変更後

費用負担者 校名 費用負担者 校名

空知郡砂川町 北海道砂川高等女学校 北海道地方費 北海道庁立砂川高等女学校

有珠郡伊達町 北海道伊達中学校 同 北海道庁立伊達中学校

岩内郡岩内町 北海道岩内中学校 同 北海道庁立岩内中学校
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調書

理由

北海道砂川高等女学校ハ昭和十三年三月職業学校規程二依 リ高等家政女学校 トシテ設置

認可セラレ其 ノ後昭和十六年四月ヨリ高等女学校二変更シ現在二至 リタル処其 ノ入学志

願者ノ状況及本道庁立高等女学校分布ノ状況等ヨリ考慮シ昭和二十年 月ヨリ北海道地

方費二移管シー層斯教育ノ進展ヲ期サントス

町立砂川高等女学校地方費移管二伴ヒ寄附ヲ為スノ件

北海道砂川高等女学校ヲ北海道庁立二移管セラルルニ於テハ左ノ通北海道地方費二寄附

スルモノトス

記

校地校舎其ノ他設備ノー切

昭和二十年度分経費

其ノ他特二北海道庁長官ガ指定スルモノ

昭和二十年二月二十六日 提出

昭和二十年二月二十六日 議決

右謄本也

空知郡砂川町長 佐藤伊久馬

寄附条件の 「道庁長官ガ指定スルモノ」の解釈が難しいが、経常費負担が1年 間となっ

ているなど全体として従来の寄附条件より緩和されているとみてよいであろう。

なお同時に費用負担者変更 された岩内中学校及び伊達中学校の移管理由や寄附条件は

まった く同じである。
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5.富 良野 中学校(3A10-11-1715)

(1)町 立中学校の設立

すでに実家高女を設置して最終的に庁立高等女学校を獲得していた富良野町は、昭和10

年代になると今度は中学校設置を目指すようになる。

5-1

巳学第三四号

昭和十六年一一月十一 日

北海道庁長官 戸塚九一郎

文部大 臣 橋 田邦彦殿

北海道富良野中学校設置ノ件認可申請

管下空知郡富良野町長ヨリ 北海道富良野中学校設置 ノ義別紙ノ通申請有之調査候処理

由書記載ノ通計画適当ニシテ実行確実 ト被認小学校教育上支障ヲ及ボスコトナク 中学

校分布上不適当ト認メムルモノナク隣接滝川中学校二志願者募集人員ノ三倍ヲ突破シツ

ツアリ 之ガ経営上ニモ支障ナキモト被認候条御詮議相成候様致度

右副申候也

追テ経常費寄附二付テハ人物経歴等二稽へ確実 ト被認モ万一ノ場合二対スル町財政二付

テモ予メ調査済二付為念申添候

富総第八〇号

昭和十五年十二月二日

北海道空知郡富良野町町長 松崎品次郎

文部大臣 橋田邦彦殿

中学校設置認可申請

中学校令第四条二依 リ北海道富良野中学校設置致度候条御認可相成度関係書類相添此段

及申請候也

…(中 略)

一、理由書

富良野町ハ本道 ノ中央二位置シ明治三十年初メテ農業家ノ移住ヲ見タルヲ以テ開発ノ噛

矢ト為ス

爾来年ヲ閲スルコト四十有余年此ノ間町勢駿々トシテ発展 ノー途ヲ辿 リ自然的天恵 ト交

通ノ至便 トハ頓二輯近目覚シキ進展ヲ示シテ今ヤ戸数二千六百戸人ロー万六千人ヲ算シ

上川支庁管内及空知支庁管内ノー部ヲ包擁スルニ町八箇村 ノ枢軸トシテ交通産業経済商
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工業ノ要衝 トナレリ 従テ年歳小学校ヲ卒業スル者尋常科二百人高等科百四十人ヲ降ラ

ズ今後益々増加ノ趨勢ニアリ之二近接町村 ノ卒業児童数ヲ合算スレバ別紙調書 ノ如ク実

二尋常科千四百人高等科九百余人ノ霧シキ計数二達スルノ実情ニアリ

而モ時勢ノ進運ハ年 ト共ニー般町民ノ子弟教育二対スル関心ヲ深カラシメ競フテ中等教

育ヲ授ケシメントスルノ観念甚ダ旺盛二趣キタルヲ以テ襲二町立ヲ以テ富良野高等女学

校ヲ設置シ富良野沿線唯一ノ女子教育機関トシテ之ガ経営ヲ持続中ノ処昭和八年二至リ

北海道庁立二移管セラレ藪二於テ僅カニ女子教育施設ノミ漸ク整備セラレタルニ過ギズ

多数国家 ノ中堅タリ得ベキ男子々弟ノ教育機関ハ之二伴ハズ破行的不幸ノ状態二多年放

任セラレアリテ本町民ノミナラズ本町ヲ中心 トシテ園続スル近接関係町村民ノ洵二遺憾

トスル処ニシテ之ガ急速実現ヲ希求スル与論膨溝 トシテ拾頭シ熱烈二強調セラルル有様

ニアリ

…(中略)…

本町ハ北海道庁二於ケル全道中学校網中二恰適ノ地 トシテ選定セラレアリ依テ屡々男子

中等学校ノ設置ヲ要望シ其ノ筋二陳情請願スルコト既二久シキニ及ブモ未ダ実現ヲ見ル

ニ至ラズ当地方民ノ遺憾此ノ上ナク急速二之ガ設置ヲ待望シテ止マザル次第ナリ

今本町二中学校設置ノ緊要ナル諸点ヲ列挙スレバ次 ノ如シ

(一)…男女教育施設ノ破行的現状ヲ是正シ之ガ平衡ヲ図リ以テ地方ノ発展二寄

与スルハ蓋シ当地方最大焦眉ノ急務ナ リトス

(二)本 町中学校設置ナキ為メ町民中ニハ子弟 ノ成長二伴ヒ教育ノ目的ヲ以テ

他都市二転住スル者年次其ノ数ヲ増加シ町民ノ永住観念ヲ希薄ナラシメツツア

ル ト共二他面本町ヘノ来住ヲ嫌忌躊躇スルノ状態ニアリ如斯ハ町勢 ノ進展ヲ沮

害シ誠二憂慮二堪ヘザル現状ニアリ
・・(中略)…

(五)本 町ハ其ノ位置上川支庁南部 ノ中躯二位シ交通ノ要衝ヲ占ムル関係上汽

車通学ノ利便大ニシテ本町内ハ勿論前項記述ノ各町村ヨリハー時間以内最遠ノ

地 ト錐モー時間半ニテ通学シ得ル実情ニシテ現二庁立富良野高等女学校ニハ沿

線町村ヨリ多数ノ汽車通学者ヲ就学セシメツツアリ

以上ノ諸点二基ヅキ中学校設置問題ハ本町町民及関係町村民ノ多年二亘リ翅望セシ処ニ

シテ之二永年苦悩ヲ重ネツツアリシ入学難ノ不幸ヲ緩和シ安ンジテ多数有為ノ人材ヲ養成

シ地方文化ノ進展二寄与セシメ以テ時局下国運ノ隆昌二貢献セントスル熱意二外ナラズ

藪二於テ徒ラニ庁立中学校ノ設置ヲ望 ミ荏薄年月ヲ空シクスル ノ秋二非ラザルヲ以テ町

民ノ甚大ナル犠牲ヲモ省ミズ敢テ町立中学校 ヲ設置シ多年ノ懸案ヲ解決シ民心ノ安定ヲ

計ラントスル所以ナ リ 尚中学校ヲ選定シタル理由ハ永山村及帯広市等ニハ各農業学校

ノ設立アルヲ以テ本町ニハー般子弟ノ就学ヲ考慮シタルニ依ルモノニシテ詳細ハ学則二

於テ当地方最適ノ学科目ヲ増課セントスル計画ナ リ

なお、計画 によると校舎建設は、1941(昭 和16)年 度か ら1943(昭 和18)年 度までの

三 ヶ年の継続事業 とし、新校舎が竣工す る1941年11月 末 までは富 良野尋常高等小学校 の

一部を仮校舎 とす るとして いる。厳密に言えば一種のフライイングであるが、文部省はこ

・・



の申請 を以下のよ うな条件付きで認めている。

5-2

昭和十六年一月十五 日起案
…(中 略)…

案 ノ四

年月 日 局長

北海道庁長官宛

公立中学校設置二関スル件

昭和十六年一月十一日巳学第三四号ヲ以テ御進達相成タル北海道富良野中学校設置 ノ件

本日別途認可相成タル処右ハ予定計画 ノ通校舎ヲ新築シ且ツ之二伴フ設備モ充実スルヤ

ウ厳重御監督相成度

文部省も漸進的な整備を追認していたことになる。また道庁副申から文部省の認可まで

が非常に短期間であったのに対し、富良野町の申請から道庁副申までの期間が比較的長い

ことから、申請書の精査が道庁段階で行われていたことが推測される。

(2)設 置者変更

申請 によれば富良野中学校 の校舎完成年度は1943(昭 和18)年 度であ ったが、 これ を

待たずに中学校は道庁 に移管 されることになった。

5-3

未学第四号

昭和十八年二月二十二日

北海道庁長官 坂千秋

文部大臣 橋田邦彦殿

北海道富良野中学校費用負担者及名称変更ノ件

管下空知郡富良野町立北海道富良野中学校ヲ昭和十八年四月一日ヨリ其ノ費用負担者ヲ

北海道地方費二変更シ名称ヲ北海道庁立富良野中学校 ト改称致度候条御認可相成度別紙

調書相添へ右申請候也

追テ本件ハ現費用負担者ト連署申請スベキモノトハ存ゼラレ候へ共便宜現設立

者ヨリ提出ノ移管申請議決書謄本ヲ以テ之二代へ候条右御了解 ノ上特別 ノ御詮

議相成度申添候
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調書

変更理由

富良野中学校ハ昭和十六年度同町立ヲ以テ設立セラレタルモノナルガ其ノ入学志願者ノ

状況本道二於ケル庁立中学校分布ノ状況二鑑ミ地方費移管ノ要望切ナルモノアリ傍テ昭

和十八年度ヨリ之ヲ庁立二移管シー層同地方中等教育ノ進展ヲ期サントス

名称

新名称 北海道庁立富良野中学校

現在名称 北海道富良野中学校
…(中略)…

七、経費及維持 ノ方法

移管後バー般地方費ヲ以テ之ヲ負担維持
…(中略)…

一〇、授業料等

区分 現在 移管後

授業料 四,五 〇 四,五 〇

入学料 ○○ ○○

入学検定手数料 五〇 五〇

校地及校舎

備考

変更ナシ

校地校舎及内部設備等ノー切ヲ町ヨリ地方費二寄附スルモノニシテ左ノ通リナリ

空知郡富良野町下富 良野一九〇九番地 ノー

面積 一五,○ ○○坪

木造二階建 延一二二九坪

別紙図面ノ通

この簿冊 には寄附願書がな く、単に移管 申請を行 うという町会議決書が添付 されている

だけである。 したが って道庁が富良野町にどのような条件を示 したのか(あ るいは何 も示

さなか ったのか)は 判然 としない。道庁 か ら文部省への 申請書 には 「経費及維持 ノ方法」

として単 に 「移管後バー一般地方 費ヲ以テ之 ヲ負担維持」 とある。
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6.砂 川 中学校(3A10-11-1716)

(1)町 立中学校の設立

砂川は庁立高等女学校の設立に成功した後直ちに中学校設置に動いている。富良野の場

合と合わせると、高等女学校をまず設立し、次に中学校を設置するという整備手法が当時

一般的だった可能性が考えられる。

6-1

午学第六九号

昭和十七年一月一九日

北海道庁長官 戸塚九一郎

文部大臣 橋田邦彦殿

北海道砂川中学校設置ノ件

管下空知郡砂川町ヨリ標記 ノ件二関シ別紙 ノ通申請有之候処右ハ理由書記載ノ如ク同町

ハ現在人口四万五千人ヲ擁シ近年鉱業界 ノ著シキ発展二加ヘテ硫安工場、火力発電会社、

住友化学等各種大会社ノ設立ヲ見町勢益々発展ノー途ヲ辿 リ現在高等女学校一校ヲ有ス

ルモ男子中等教育機関ナカリシ処今回町立ヲ以テ中学校ヲ新設シ同地方多年ノ要望二応

ヘントスルモノニ有之本道男子中等教育 ノ為適切ナル施設 ト認メラレ候条御詮議相成度

右進達候也

砂教第三〇一号

中学校設置認可申請

中学校令第四条二依リ砂川町立中学校設置致度候条御認可相成度関係書類相添此段及申

請候也

昭和十六年十二月二十八日

北海道空知郡砂川町長 佐藤伊久馬

文部大臣 橋田邦彦殿

・(中略)…

理由書

本町ハ開基既二五十二年ヲ閲シ此ノ間主要産業タル農業、林業、鉱業、畜産及石炭鉱業

ノ隆昌ヲ共二町勢逐次発展シ殊二事変以来生産拡充ノ基本産業タル鉱業界ノ飛躍的増産

実施ヲ中心トシテ東洋高圧工業株式会社ノ硫安製造石狩火力発電株式会社、住友化学等

ノ化学工場ノ新設三井及住友炭鉱ノ拡充、三井物産ノ製材及ビ大日本電力株式会社ノ事

業等著シク活発ヲ加へ戸口頓二増加シ今ヤ戸数八千五百人口四万五千ヲ算シ尚今後益々

増加ノ趨勢二在リ

＼
＼

・・



由来町勢進展 ト其ノ指導二関シテハ常二各般二互リ著々努力シ来レル処ナ リト錐モ就中

時勢ノ進運 ト本町ノ発展性二鑑ミ真二住民ノ安定ト人的資源ノ確保ヲ期シ愈々産業振興

ノ基礎確立センガ為メ子弟二対スル教育機関ヲ完備セシムルノ緊要ナリトスル見地ヨリ

国民学校及青年学校 ノ整備強化ヲ為シ昭和十三年高等家政女学校ヲ設置シ昭和十六年之

レヲ高等女学校二昇格セシメ菰二中学校ヲ設置シ以テ町勢悠遠 ノ礎石ヲ得ントスル次第

ナリ
…(中略)…

今本校設置ノ緊要ナル諸点ヲ挙ゲンニ
ー、前記ノ通 リ諸工業ノ振興二伴ヒ中学生ヲ有スル中堅従業員 ノ本町転入者多数二及ブ

モ其ノ施設ナキ為メ本町ヘノ来住ヲ躊躇シ単身赴任シ永住観念ヲ希薄ナラシメー面子弟

ノ中学入学期二至ラバ他都市二転住ヲ企ツル実情ニシテ産業進展上且又町政上誠二寒心

二堪ヘザルモノアリ

ニ、砂川駅ヲ分岐点 トスル字上砂川ノ如キ約二万人ノ人ロヲ有シ入学希望生徒数八十八

名ヲ数ヘルニ汽車通学ノ為メ遅クモ四時起床タハ六時二辛シテ帰宅スルノ窮状ニアリ…

三、最近 ノ調査二依ル本町内二於ケル中学校入学志願者既二三百四名二達シ戸 ロノ激増

ト共二将来益々増加ヲ予想セラルルニ拘ラズ従来本町二中学校ノ設置ナキ為他地方ノ中

学校二入学スル者僅カニ四十九名内外二過ギズ多数ノ子弟ハ殆 ド入学ノ機会ヲ失ヒツツ

アル悲惨ナル状況ニアリ

四、然ルニ本校設置ノ上ハ町内各方面ヨリ主トシテ徒歩通学可能ナルモ冬期汽車二依ル

場合ト錐モ僅力二十分間程度ニテ通学出来得ルヲ以テ殆ンド町内全般ノ入学志願者ヲ収

容シ得ルモノトス

以上ノ諸点ヲ考察スル時中学校設置問題ハ実二本町民福利ノ為ニモ将又当地方二最モ緊

要ナル産業戦線ノ人的資源確保並二誘致上ヨリ見ルモ既二研究ノ域ヲ脱シー意他都市二

遜色ナキ町立中学校 ノ実現ヲ期セサルヘカラズ…(中略)…当地方ノ教育産業振興上欠ク

ベカラザル施設 トシテ多年ノ宿望ヲ達センガ為ニハ経常費負担ノ如キハ当町之ヲ甘受ス

ルハ勿論ニシテ将来 ト錐モ別表収支予算書二示ス如ク町民ノ負担著シク増加スルコトナ

ク維持経営シ得ルノ確信ヲ有スル次第ナリ

文面か ら高等女学校 の理 由書 を下敷 きにしていることはほぼ間違 いないといえよう。 ま

た文部省起案文書の備考 には初年度 は校舎完成 まで 「旧砂川高等女学校校舎」 を用いると

あるが、実際には ここは 「砂川国民学校二隣接」する高女の仮校舎であ った。 高女の新校

舎が完成 したため、次 に中学校の仮校舎 としてあてが ったということである。砂川町にとっ

て、高女 と中学校の設立は連続事業で あったといえる。

また道庁 の副 申文書が非常 に支持的であることも特徴的である。

(2)設 置者変更

砂川中学校の最終目標も庁立移管であった。終戦翌年、まだ旧学制の下で本別中学校と

ともに費用負担者変更が申請されている。
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戌学第一二二号

昭和二十一年三月十五日

北海道庁長官 留岡幸男

文部大臣 阿倍能成殿

北海道砂川中学校外一校費用負担者及名称変更二関スル件

管下空知郡砂川町立中学校及本別町立中学校ヲ昭和二十一年三月三十一日ヨリ其ノ費用

負担者及名称ヲ左ノ通変更致度候条御認可相成度別紙関係書類ヲ具シ右申請候也
…(中略)…

一、理由

北海道砂川中学校及北海道本別中学校ハ共二昭和十七年度二於テ町立ヲ以テ設置セラレ

タルモノナルガ其ノ入学志願者ハ単二当該設立町村ノ子弟 ノミナラズ広ク附近町村ノ子

弟ヲ収容シ之ヲー町村 ノ設立二委スルハ当該町村 ノ財政上ノ負担 ノ点ヨリ且ハ当庁立中

学校分布ノ状況等ヨリ之ヲ当庁立二移管シ以テー層当該地方二於ケル斯教育ノ進展充実

ヲ期サントスルモノナ リ
・・(中略)…

八、移管後バー般地方費予算ヲ以テ維持経営ス

一切 の寄附、経常費の負担など戦間期 の高圧的 とい って もよい道庁 の寄附受 け容れ条件

はここではほとんど見 られな くなっている。 町立施設が他町村 の生徒 を受け容れ ることか

ら生じる公教育制度上の齪酷を解消する、 とい うきわめてシンプルな移管理由が残ること

になる。
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